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令和８年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し

上げます。

会員の皆様には、旧年中、全国間税会総連合会（全間

連）の運営につきまして、ご理解とご尽力を賜り有難う

ございました。

また、国税ご当局の皆様には、全間連に対しまして、

深いご理解と多大なるご支援を賜り誠に有難うございま

した。厚く御礼を申し上げます。

昨年は、全間連にとりまして片岡直公前会長が急逝さ

れるという誠に大きな出来事がございました。長年にわ

たり当会の発展に多大なるご尽力を賜り、多くのご功績

を遺されました前会長のご逝去に対し、改めて深い哀悼

の意を表しますとともに、心よりご冥福をお祈り申し上

げます。

さて、我が国経済は、緩やかな回復傾向にあるとされ

ていますが、飲食料品やエネルギーの物価高に加え、米

国の通商政策の影響による景気の下振れリスクもあり、

回復に伴う生活実感の改善は妨げられています。

そうした中、「日本再起」を目指す広範な政策合意の

下、自由民主党、日本維新の会による連立政権が樹立さ

れ、高市内閣が成立しました。高市総理は、就任直後の

所信表明演説において、物価高対策に最優先で取り組む

姿勢を強調されています。新たな体制のもとで両党の協

調により、国民生活の安定と日本経済の再生に向けた取

組が進められることを期待しております。

また、昨年11月には、一般会計で17.7兆円程度、減税

と特別会計を合わせた国費との合計で21.3兆円程度にも

及ぶ規模の「「強い経済」を実現する総合経済対策」が

取りまとめられたほか、これから通常国会で審議されま

す令和８年度当初予算案においても税制面を含め、多く

の施策が盛り込まれています。

我が国の財政事情は、依然として厳しい状況が続いて

いることから、限られた財政資源は最適な形で配分すべ

きであり、これらの施策が効率的かつ効果的なものとし

て高い成果を上げ、経済再生と財政健全化の両立、国民

にとって安全で安心して暮らせる社会の堅持へとつな

がっていきますよう強く期待しております。

ところで、私ども間税会に関わりの深い消費税につき

ましては、令和元年10月から税率が10パーセントに引き

上げられ、我が国の税体系の中で最も大きな税収をもた

らす基幹税となり、人口の少子・高齢化に伴う社会保障

財源確保の必要性や財政健全化の観点などから、非常に

重要な存在となっております。

また、制度面においては、軽減税率制度やインボイス

制度も導入されるなど、消費税は新たな時代を迎えてお

ります。

そのため、消費税を中心として活動をしている私ども

間税会の果たすべき役割も、益々、高まってきているも

のと考えておりますので、さらに組織を強化し、活発な

事業活動を展開していくことが重要です。

間税会としましては、そうした点も念頭におきながら

消費税を始めとする「税に関する周知・啓発活動」に加

えて、関係者から高い評価を頂いております「世界の消

費税」図柄刷込みクリアファイル等の配布活動や「税の

標語」の募集活動などを積極的に展開することにより、

組織の活性化と拡大に努めて参りたいと考えております

ので、宜しくお願い申し上げます。

なお、「税の標語」の応募点数は、令和２年度は新型コ

ロナの影響により一時的に減少したものの、その後、順

調に回復し、令和７年度は515,489点となり、４度目の50

万点台の水準を達成するとともに、過去最多を更新しま

した。関係者の皆様のご尽力に深く感謝申し上げます。

全間連の会員数については、近年、新型コロナの影響

等もあり、大幅な減少が続いた後、全間連創立50周年を

迎えた令和５年には、減少幅が一旦改善されたものの、

昨年４月１日現在の会員数については、２年連続で大幅

な減少となる厳しい状況となっております。

いずれにせよ、間税会の仲間を増やすための取組は、

間税会の基盤を維持強化する上で必要不可欠な活動であ

り、退会防止策も含め、不断の努力を展開して頂きます

よう、宜しくお願い申し上げます。

終わりに、会員の皆様のご健勝と事業のご繁栄、各局

間連及び傘下間税会並びに業種団体の益々のご発展を祈

念しております。

また、国税ご当局の皆様のご健勝、ご活躍をお祈り致

しますとともに、全間連及び傘下団体の運営につきまし

て、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上

げまして、新年のご挨拶と致します。

新 年 の ご 挨 拶

全国間税会総連合会会長　迫　本　淳　一
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令和８年の年頭に当たり、謹んで新年の御挨拶を申し
上げます。

間税会の皆様におかれましては、平素から税務行政全
般にわたり深い御理解と多大な御協力を賜っており、厚
く御礼申し上げます。

１　はじめに
税務行政を取り巻く環境は、経済社会のグローバル化・

デジタル化をはじめとした構造転換に直面し、新たな課
題も生じています。こうした中においても、国税庁とし
て、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑
に実現する」という使命を着実に果たしていくために、
将来の経済社会の在り方を見据えつつ、果断かつ着実に
業務改革（BPR）を推進してまいります。

２　税務行政のＤＸ
まず、①納税者の利便性の向上、②課税・徴収事務の

効率化・高度化、③事業者のデジタル化促進の３つの柱
に基づいて、税務行政のＤＸをさらに前に進めてまいり
ます。

特に、「納税者の利便性の向上」については、「あらゆ
る税務手続が税務署に行かずにできる社会」という将来
像の実現に向けて、納税者目線に立って、相談対応・情
報発信など様々な納税者サービスの包括的な見直しを進
めており、納税者の自己解決の一助となるようなデジタ
ルコンテンツ等の拡充に引き続き取り組んでまいりま
す。

また、「事業者のデジタル化促進」については、事業
者が行う会計・経理等の様々な業務が一貫してデジタル
化されることで、単純誤りの防止などの正確性向上や業
務効率化による生産性の向上等にもつながることが期待
されます。

加えて、自宅やオフィス等から非対面（コンタクトレ
ス）での納付ができ、納付書や領収書が不要な非書面
（ペーパーレス）、そして非現金（キャッシュレス）な納付、
いわゆるキャッシュレス納付の中でも納付件数の多い源
泉所得税のキャッシュレス納付の推進に取り組んでいま
す。納税者、金融機関、地方税や国税を取り扱う官公庁
等のいずれにもメリットがある取組になりますので、金
融機関や財務局、税理士、地方公共団体などの関係者と
連携・協調しながら取り組んでまいります。

国税組織を取り巻く環境の変化を機に、データ活用を
より一層推進していくとともに、オンラインツール等を
利用したBPRやリモートワーク等の多様な働き方を支え
る環境の整備にも意欲的に取り組んでまいります。また、
本年中に導入予定のガバメント・ソリューション・サー
ビス（GSS）と、本年９月から導入予定の新しい国税総
合管理システム（KSK2）の移行準備を着実に進めてまい
ります。

３　税務行政の効率的・効果的な事務運営に向けた取組
今後の税務行政において、グローバル化等の進展に伴

う事務の複雑・困難化に的確に対応し、組織としてのパ
フォーマンスを最大化するためには、「課税・徴収事務

の効率化・高度化」を進める必要があります。
このため、データ分析・活用の強化等により、調査必

要度が高い納税者を的確に抽出し、消費税不正還付、国
際・富裕層、租税回避スキーム事案等の国税庁が取り組
んでいる課題については積極的に深度ある調査を実施す
るなど調査の重点化を図る一方で、計算誤りや法令の適
用誤りなどが想定される納税者には行政指導等により幅
広く接触するなど、取組状況を適切に分析・評価した上
で、必要な対応を実施することで、納税者のコンプライ
アンスリスクに応じた最適な事務運営の推進・定着に取
り組んでまいります。

滞納については、関係部署等と連携して未然防止及び
整理促進に取り組んだ結果、令和６年度の滞納残高は、
平成10年度のピーク時に比べ約３割まで減少していま
す。発生した滞納に対しては、データ分析やＡＩなどの
先進的な取組も活用していくほか、大口・悪質事案や処
理困難事案については、法的手段の積極的な適用を図る
など、厳正に対処してまいります。

４　令和７年分確定申告への対応
これから、令和７年分の所得税等の確定申告時期を迎

えます。
国税電子申告・納税システム（e-Tax）の利便性の向

上に伴い、昨年の確定申告では、約４人に３人がe-Tax
を利用いただいており、確定申告会場に来場して申告さ
れる方は全体の約１割となっています。

令和７年分の確定申告から、マイナポータル連携の自
動入力の対象に「生命保険契約等の一時金・年金」、「損
害保険契約等の満期返戻金等・年金」、「ふるさと納税以
外の一部の寄附金」を追加するなど、マイナポータル連
携の更なる拡大に取り組んでいます。

また、iPhoneにおいても「スマートフォンのマイナン
バーカード」でe-Tax送信が可能になっています。確定
申告をされる多くの方がマイナンバーカードを利用した
自宅からのe-Taxを利用いただけるよう努めてまいりま
す。

なお、確定申告に関する各種情報については、国税庁
ホームページ等に掲載するほか、国税庁LINE公式アカウ
ントにおいては、登録者のニーズに合った情報発信や確
定申告会場での相談が必要な方にオンライン事前予約が
できる環境を提供するなど、納税者の皆様が適切に申告
できるよう環境整備にも努めてまいります。

５　おわりに
以上、年頭に当たり、国税庁の取組について申し述べ

ました。こうした取組は、いずれも納税者や関係民間団
体等の方々の御理解と御協力があって初めて円滑に実施
することができるものです。

国税庁としましては、皆様から信頼される組織運営を
目指して一層努力してまいりますので、本年も何卒よろ
しくお願い申し上げます。

結びに、皆様と御家族の御多幸を祈念いたしまして、
年頭の御挨拶とさせていただきます。

年頭に当たって

国税庁長官　江　島　一　彦
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　全間連第52回通常総会は、昨年９月17日(水）に東海間
連（清水順二会長）担当により、名古屋市　ANAクラウンプ
ラザホテル グランコート名古屋において、会員約700名
弱の出席の下、盛大に開催されました。
　総会は、平 和明常務理事（東京）の司会の下に、戸澤　
亨北海道間連会長の開会宣言、清水順二東海間連会長の
開会の辞で始まり、關口会長代行の挨拶の後、議長団に来
海（仙台）、河野（福岡）、池部（南九州）の各副会長を選出
し、議事録署名人に大塚常任理事（東京）、森常任理事（関
東信越）を選出して議事に入りました。

第１号議案
　令和６年度事業報告の承認を求める件
第２号議案
　令和６年度決算報告の承認を求める件
第３号議案
　令和７年度事業計画（案）の承認を求める件
第４号議案
　令和７年度収支予算（案）の承認を求める件
第５号議案
　役員改選の件

　が提案され、審議の結果、いずれも満場一致で原案どお
り承認されました。
　最後に、高橋俊一国税庁課税部長、林　全宏副知事並びに
石川勇治名古屋市財政局税務担当局長から来賓挨拶をいた
だき、部谷副会長（広島）の閉会の辞で総会は終了しました。

　その後の記念講演会では、井沢元彦様から「歴史と文
化」　～戦国時代と東海地域の三英傑　経済政策と税金
～と題して貴重なお話を拝聴し、祝賀会では、各種アトラ
クションが模様されるなか、最後に東海間連から来年の
開催地である広島局間連に会旗が引き継がれ、盛会裏に
終了しました。

5252 愛知県名古屋市において開催52

　　「税の標語」募集推進功労者表彰

第47回 青年部通常総会
及び

第44回 女性部通常総会
　第47回青年部通常総会及び第44回女性部通常総会は、

昨年９月17日(水）、ANAクラウンプラザホテル グランコ

ート名古屋において、それぞれ開催され、提出議案は全

て承認されました。

　組織増強功労者の表彰基準は、毎年４月１日現在で、①

過去１年間に50名以上の会員増（純増）を実現した間税会

と、②過去１年間に30％以上の会員増（30名以上の純増に

限る） を実現した間税会とされています。

　この基準に該当し表彰された間税会は、次のとおりで

す。

（関東信越間税会連合会）

浦　和　間税会　様
大　宮　間税会　様
所　沢　間税会　様

（北陸間税会連合会）

三　国　間税会　様

　平成23年度の募集から創設した制度であり、その表彰基準は、①応募点数の多い間税会上位５会と、②応募点数を大幅

に伸ばした間税会上位５会とされています。

　なお、①の表彰と②の表彰は重複しないこととし、また、①の表彰は１回限りです。

〈応募点数の多い間税会〉

(東　　京）

上　野　　間税会　殿

目　黒　　間税会　殿

豊　島　　間税会　殿

(関東信越）

佐　久　間税会　殿

(福　　岡）

甘木朝倉間税会　殿

〈増加点数の多い間税会〉

(東　　京）

荻　窪　間税会　殿

成　田　間税会　殿

(関東信越）

熊　谷　間税会　殿

下　館　間税会　殿

(東　　海）

沼　津　間税会　殿

東海から広島へ会旗引継ぎ！

高橋国税庁課税部長
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役　職 所 　属 氏　　名

名誉会長 大谷　信義

会　 長 迫本　淳一

副 会 長 東 　 　 京 關口　雅章

〃 関 東 信 越 小暮　進勇

〃 大 　 　 阪 田茂井豊晴

〃 北  海  道 戸澤　　亨

〃 仙 　 　 台 来海　伸博

〃 東 　 　 海 清水　順二

〃 北 　 　 陸 小杉　雄二

〃 広 　 　 島 部谷　俊雄

〃 四 　 　 国 久米加寿徳

〃 福 　 　 岡 河野　武司

〃 南  九  州 池部　正紀

〃 沖 　 　 縄 名幸　諄子

〃 業 種 宇佐美雅彦

〃
会 長 特 命 担 当
(税制・広報担当)

河村　守康

〃
会 長 特 命 担 当
(総 務 担 当)

沼生　　智

〃
会 長 特 命 担 当
(財 務 担 当)

倉石　和明

〃
会 長 特 命 担 当
(会務運営担当)

黄瀬　　稔

〃
会 長 特 命 担 当
(会長連絡担当)

片岡　由文

専務理事 藤井　　誠

常務理事 総 務 委 員 長 大西　晴之

〃 総 務 副 委 員 長 田辺　　實

〃 財 務 委 員 長 加藤　憲一

〃 財 務 副 委 員 長 久保田　定

〃 会務運営委員長 内山　弘通

〃 会務運営副委員長 昼間　孝一

〃 広 報 委 員 長 平　　和明

役　職 所 　属 氏　　名
常任理事 広 　 　 島 髙木　晶悟

〃 〃 村谷　太洋

〃 四 　 　 国 林　　周二

〃 〃 清水　一郎

〃 〃 佃　　充生

〃 〃 西村　純子

〃 福 　 　 岡 大久保昌逸

〃 〃 新井　洋子

〃 〃 安恒　寿人

〃 〃 福岡　　桂

〃 〃 鈴木　茂之

〃 南  九  州 木下　　顕

〃 〃 窪田　伸一

〃 〃 山口　清一

〃 沖 　 　 縄 上原　正彦

〃 〃 屋良　　学

〃 〃 大宜見民子

〃 会 長 指 名 長谷川由雄

〃 〃 小山　　卓

〃 〃 清水　洋子

〃 青  年  部 西本　愼一

〃 女  性  部 前　　京子

〃 事 務 局 長 金澤　典幸

〃 業 種(貴 宝 卸) 長堀　慶太

〃 〃(全 免 協) 中村　好明

〃 〃(保  険 ) 米谷　幸一

監　 事 東 　 　 京 亀山　　実

〃 関 東 信 越 河端　　一

相 談 役 ― 鈴木　豊久

〃 ― 白川よし子

〃 ― 吉田　一宗

役　職 所 　属 氏　　名
常務理事 広 報 副 委 員 長 木全　義信

〃 税 制 委 員 長 大塚　繁夫

〃 税 制 副 委 員 長 大沢　武久

常任理事 東 　 　 京 小能　大介

〃 〃 井口　一与

〃 〃 萩原　利光

〃 〃 稲川　　一

〃 〃 栗原　正雄

〃 〃 中澤　　洋

〃 〃 小泉　克雄

〃 〃 上原　勇七

〃 〃 菅野　信三

〃 〃 山田　能成

〃 関 東 信 越 名古谷　誠

〃 〃 小坂　雅彦

〃 〃 森　　　裕

〃 〃 熊田　弘信

〃 〃 桶本　卓也

〃 〃 安達　　實

〃 〃 （代理）小林 秀雄

〃 〃 大山　賢司

〃 〃 高野　幹也

〃 大 　 　 阪 末澤　市子

〃 北  海  道 福島　勝男

〃 〃 南波日出喜

〃 仙 　 　 台 金山　知裕

〃 〃 村越　正道

〃 東 　 　 海 荒木　義夫

〃 〃 森　　義昭

〃 〃 澤田　栄一

〃 北 　 　 陸 若林　啓介

〃 〃 上田　祐広

〃 広 　 　 島 久保　弘睦

役　員　名　簿役　員　名　簿

明けましておめでとうございます
本年もよろしくお願いいたします

令和８年　元旦

関東信越間税会連合会　会　長　小　暮　進　勇

埼玉県間税会連合会　会長　小　暮　進　勇

栃木県間税会連合会　会長代理　小　林　秀　雄

長野県間税会連合会　会長　倉　石　和　明

茨城県間税会連合会　会長　安　達　　　實

群馬県間税会連合会　会長　大　山　賢　司

新潟県間税会連合会　会長　高　野　幹　也

消費税中央セミナー開催

　第34回消費税中央セミナーは、昨年11月12日（水）東京・千代田区　主婦会館に

おいて開催され、公共法人・公益法人の実務担当者70名が参加しました。講師は、

国税庁課税部消費税室 消費税第二係長の日隠直樹様を迎え、公共法人等に対す

る消費税の特例（特定収入等）やインボイス制度等について、実務に即した研修

が行われました。
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あけましておめでとうございます
旧年中は大変ありがとうございました
本年もよろしくお願いいたします

令和８年　元旦

福岡国税局間税会連合会　会 長　河野　武司
副 会 長　大久保昌逸（小　倉）	 副 会 長　新井　洋子（福　岡）

副 会 長　安恒　寿人（博　多）	 副 会 長　鈴木　茂之（長　崎）

副 会 長　橋本千代次（西福岡）	 副 会 長　福岡　　桂（佐　賀）

副 会 長　田代　雅人（筑　紫）	 副 会 長　稗島　行雄（久留米）

副 会 長　白川幸一郎（武　雄）	 専務理事　上田　正浩（博  多）

会長顕彰受章者の皆様(前列中央 大石前福岡国税局長)

名誉会長  土屋 紀雄
昭義 森  長  会

事務局 〒420-0847
　　　　静岡市葵区西千代田町18-3
TEL・FAX 054-247-9661

税の標語・租税教育の

静岡県間税会連合会

江弘 波名  長部性女
青年部長  竹内 輝明

女性部・青年部

女性・青年の声を静岡より轟かす

静岡県間税会連合会

福局間連 第52回通常総会　令和７年６月５日（木）

税務署では閉庁日（土・日・祝日等）は、相談及び申告書等の受付などの業務を行っておりませんが、令和７
年分の確定申告期間中は、平日（月～金）以外でも、一部の税務署においては、３月１日（日）に限り、確定申
告書用紙の配付、申告相談、確定申告書の収受及び納付相談が行われます。

税務署によっては、合同会場 （対象署の納税者の申告相談及び確定申告書の収受が行われます。）、広域センター 
（対象署並びに対象署以外の署の納税者の申告相談及び確定申告書の仮収受が行われます。）を設置して行う税務
署がありますので、詳しくは国税庁ホームページを閲覧していただくか、所轄の税務署に確認してください。

税務署の閉庁日における確定申告の相談等の実施

　全国間税会総連合会（全間連）では、令和７年11月12日

（水）朝に開催された自由民主党の「予算・税制等に関する

政策懇談会」及び同日夕に開催された立憲民主党の「財務

金融部門会議」において、「令和８年度税制及び執行に関

する要望書（間接税関係）」を提出するとともに、標題の件

を中心に意見陳述を行いました。

　具体的には、消費税の軽減税率制度は、高額所得者ほど

軽減額が大きく、適正な所得再分配の施策として非効率

であるのみならず、制度を複雑化していること、低所得者

等に対し直接に便益を及ぼす給付付き税額控除制度の方

が、少ない財源で効率的かつ効果的な施策となり、制度も

簡素化することなどを訴えました。また、インボイス制度

の円滑な実施のために設けられた特例措置の中で、令和

８年に適用期限が到来するいわゆる「８割控除」（免税事

消費税の逆進性対策について、軽減税率制度から消費税の逆進性対策について、軽減税率制度から
給付付き税額控除制度への改組を要望！！給付付き税額控除制度への改組を要望！！

業者からの仕入れでも８割仕入税額控除可）や「２割特

例」（インボイス発行事業者となる免税事業者の納税額を

売上税額の２割に軽減）については、インボイス制度の実

務の実態等をもう暫く検証すべきであり、それまでの間、

適用期限の延長

を検討すべきこ

となどについて

も訴えました。

＊�意見陳述の際

の出席者：全間

連の大沢武久

税制副委員長・

藤井誠専務理

事など
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　「税の標語」の募集は、平成５年から実施していますが、平成15年

から一般財団法人大蔵財務協会より後援をいただくとともに、平成

30年度からは国税庁からの後援もいただき、昨年９月10日を募集期

限として第33回目の募集を行いました。

　募集対象は、間税会会員、その家族や知人などのほか、小・中学

校及び高等学校を通じてその児童生徒、さらにはインターネットに

より、広く一般の方を対象にして募集した結果、515,489点の応募で、

前年度（500,707点）より14,782点増加し、過去最多の応募点数とな

りました。

　この応募作品について、広報委員を中心とした選考委員会におけ

る厳正な審査を経て、最優秀作品１点、優秀作品４点、佳作作品10点、

合計15点の優秀作品が決まりました。

　「税の標語」の表彰式は、「税を考える週間」の行事として昨年11月11日に（火）、東京・築地 松竹株式会社の本社

において行われ、最優秀作品の五寧　大陽様（西会津町立西会津中学校）に、迫本会長から表彰状と記念品が贈られ

ました。

　なお、「税の標語」の優秀作品は、全間連のホームページにも掲載しております。

最優秀賞 あたたかい　社会を作る　消費税
西会津町立西会津中学校 五　寧　大　陽

優秀賞 消費税　しっかり学んで　正しく納税

掛川市立城東中学校 内　海　颯　人

税金であの道、あの橋　あの校舎

世田谷区立富士中学校 栗　原　　　佑

スマホから　楽らく　手続き　e-Tax

福井市森田中学校 中　山　陽　翔

ミャクミャクと　受け継ぐ未来へ　届け税

広島県福山市 比　枝　圭　介

佳　作 税金を　納める義務と　知る権利� 長崎県諫早市　江　口　雅　子

『できるんです　人差し指で　納税が スマホで済ませる　新時代』� 旭川市立旭川第三小学校　江　花　梓　心

そうなんだ　知ればなっとく　消費税� 入間市立東金子小学校　小　島　愛　波

キャッシュレス　いつでもどこでも　スマート納税� 練馬区立開進第二中学校　菅　　　優　音

こりゃ便利　スマホで簡単　e-tax� 臼杵市立東中学校　谷　奥　　　然

納税で　復興支える　笑顔の輪� 金沢市立森本中学校　松　崎　　　遼

消費税　私も一人の　サポーター� 品川区立荏原第六中学校　宮　谷　順　菜

あたりまえの　暮らしを紡ぐ　税の糸� 広島市立段原中学校　宮　地　志　歩

あなたの税　生かして住みよい　国づくり� 愛媛県立川之江高等学校　三　好　かの香

安心と　明るい未来に　消費税� 狛江市立狛江第四中学校　柳　瀬　舞　衣

令和７年度　「税の標語」　優秀作品決まる令和７年度　「税の標語」　優秀作品決まる

最優秀者　五寧　大陽 様
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春　旭日小綬章
關　口　雅　章　様

窪　田　伸　一　様

春　旭日双光章
渡　邊　昭　夫　様

金　井　則　夫　様

土　屋　紀　雄　様

中　西　　　巧　様

秋　旭日小綬章
小　暮　進　勇　様

戸　澤　　　亨　様

髙　桑　幸　一　様

河　野　武　司　様

秋　旭日双光章
石　川　　　浩　様

吉　岡　和　子　様

秋　藍綬褒章
中　島　祥　博　様

財務大臣表彰
小　能　大　介　様

小　山　正　武　様

名古谷　　　誠　様

昼　間　孝　一　様

河　合　昭　徳　様

北　川　　　亨　様

真　木　徳　美　様

大　工　幸　宏　様

池　部　正　紀　様

国税庁長官表彰
山　岸　幹　夫　様

竹　村　和　子　様

小　宮　善　一　様

梶　　　義　子　様

森　川　昌　紀　様

橋　谷　　　徹　様

鶴　渕　泰　子　様

瀬　川　順　子　様

三　輪　高　史　様

三　井　清　壯　様

久　米　加寿徳　様

稗　島　行　雄　様

東京国税局長表彰
福　永　俊　明　様

杉　山　隆　嘉　様

荒　井　弘　美　様

遠　藤　　　昇　様

村　上　　　進　様

今　野　文　明　様

岡　田　　　豊　様

関　塚　弘　行　様

宮　内　秀　章　様

関東信越国税局長表彰
河　端　　　一　様

小　坂　雅　彦　様

横　山　和　裕　様

笹　沼　泰　昭　様

蓼　沼　浩　司　様

大　山　賢　司　様

関　　　真　一　様

歌　川　多喜司　様

札幌国税局長表彰
秋　庭　征　富　様

仙台国税局長表彰
布　施　　　健　様

名古屋国税局長表彰
瀧　本　　　元　様

村　瀬　和　男　様

黒　川　元　則　様

金沢国税局長表彰
吉　田　　　貴　様

伊　藤　潤一郎　様

広島国税局長表彰
立　石　　　勝　様

堀　　　裕　文　様

有　木　信　子　様

高松国税局長表彰
髙　岡　　　淳　様

春　木　扶佐子　様

福岡国税局長表彰
新　井　洋　子　様

橋　本　千代次　様

林　　　元　治　様

松　尾　政　博　様

熊本国税局長表彰
名　島　一　義　様

令和７年叙勲・褒章受章者及び
令和７年度納税功労表彰受彰者名簿

受彰者の皆様、おめでとうございます。心からお慶び申し上げます。
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拝啓　秋の気配も深まり、全国の皆様には益々お健や

かにお過ごしのこととお喜び申し上げます。このたび、

全国間税会総連合会青年部長を拝命いたしました広島局

の西本愼一でございます。長い歴史と伝統を持つ本会の

青年部をお預かりするにあたり、身の引き締まる思いと

同時に、大きな責任を感じております。まずはこれまで

青年部の発展にご尽力くださった歴代の青年部長をはじ

め、全国の青年部員の皆様、そしてご支援を賜っており

ます関係各位に、心より感謝申し上げます。

青年部は、各地域に根ざした活動を通じて、消費税を

はじめとする間接税の正しい理解を広め、健全な納税意

識の向上と間税会の広報活動、会員増強に力を入れてま

いりました。こうした活動は、地域社会の信頼を育み、

経済の健全な発展を支える大切な役割を果たしていま

す。私たち青年部はその意義を改めて胸に刻み、これか

らの時代に合った形で新たな歩みをさらに進めてまいり

たいと思っております。

近年、社会や経済の環境は大きく変化しております。

価値観の多様化など、私たちの活動にも柔軟な発想とス

ピード感が求められております。変化の時代だからこそ、

青年部には、若い世代ならではの感性と行動力で、地域

と社会を明るく元気にしていく役割があるのではないで

しょうか。

まずは会員同士の親睦を深めることを大切にし、地域

や世代を越えた交流を通じて、絆を深めていきたいと考

えております。仲間と直接顔を合わせ、語り合う機会を

増やすことで、活動の輪を広げてまいります。

また会員増強にも力を入れてまいります。新しい仲間

が加わることで青年部全体に新たな活気が生まれると同

時に新鮮な新しいアイデアも頂けると確信しておりま

す。青年部の魅力や意義も広く伝えながら、共に活動で

きる仲間の輪を広げていきたいと思います。そして税の

啓発活動や地域との連携を通じて、社会に貢献できる青

年部を目指してまいります。

なお、2026年９月17日（木）には第53回全国間税会総

連合会通常総会が、私たちの地元、広島市のリーガロイ

ヤルホテル広島にて開催される予定です。全国の仲間が

一堂に会し、互いの活動を分かち合いながら、新しい時

代の青年部の在り方等々を語り合える貴重な機会となり

ます。私も皆様にお会いできることを今から楽しみにし

ております。

私自身、まだまだ学ぶことも多く、力不足を感じる場

面もあるかと思いますが、皆様と力を合わせ、笑顔と活

気にあふれた青年部づくりを進めてまいります。どうか

これからも、変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、

心よりお願い申し上げます。

国税局、全国の間税会会員の皆様、そして関係各位の

ご健康とご多幸をお祈り申し上げ就任のご挨拶とさせて

いただきます。

謹賀新年　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨年の第44回女性部通常総会において全国女性部長を

拝命いたしました。全間連の女性部長は全間連通常総会

を担当致します局連の女性部長が努めることとされてい

ます。今年度は53回広島大会で戦後80年を過ごしたこの

地復興した広島に皆様をお迎えし私達がお引き受けさせ

て戴きます。

どうぞよろしくお願い致します、

世界遺産原爆ドーム日本三景安芸のみやじまを是非ご

堪能して戴く様、大会を盛り上げて楽しく思い出に残る

よう、会員一同お待ち申し上げる次第でございます。

1989年に導入された消費税の目的は、社会保障の安定

財源として社会全体で公平に負担すべきと言う考えで導

入が決まりました。今や消費税は此の国の大きな財源と

なり国民全体の公平な制度として定着してまいりまし

た。納税者一体で組織し国の大きな財源となり、大人か

ら子供まで多くの方が消費税を負担し、平等な税と認識

されてきました。

３％、５％、８％、10％と変わり、国民の生活に定着

してきました。

安定した財源を公平に徴収でき「全世代型」の安定財

源が確保されました。

「税の標語」、「税の紙芝居」にと女性部の活躍の舞台

は全国にと広がり、令和元年には広島県間税会連合会女

性部に対し、国税庁長官感謝状が授与され、大変名誉で

ございました。

此れも一重に女性部の努力の賜物と喜んでおります。

暮らしに欠かせない消費税を基盤により良い社会を目指

し、子供たちと共に歩んで女性会は頑張ります。全間連

第32回広島大会から早20年たちました。税の大切さに触

れて広島国税局、広島税務署、神戸税関、法人会、及び

税理士会の協力を得て「税を考える週間」のパレードに

ご参加賜り、産官学と地域の連携が図れました。

関係各所皆様のご指導ご協力なくしては成功はありま

せんし、広島大会にたくさんのご参加を心よりお待ち申

し上げ、皆さんに喜んでいただけるよう、私達一同精一

杯ご歓待申し上げます。

女性部長としての大役を、皆様のご理解とご協力を戴

き、職責を果たして参りたいと「おもてなし」を精一杯

努めさせていただきます。

「広島で待っとるけんねー」のスローガンに是非とも

期待しておいでくださいますよう、心からお待ち申し上

げます。

青年部長就任のご挨拶

全国間税会総連合会 青年部長

広島国税局間税会連合会 青年部長

西　本　愼　一

女性部長就任のご挨拶

全国間税会総連合会 女性部長

広島国税局間税会連合会 女性部長

前　　　京　子

••••••••••••••••••••••••••••
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【消費税】

全間連は、「預かり金的性格」を持つ消費税の滞納が

発生・増加することは、消費税に対する国民の信頼を損

なう恐れが高いことから、従来から「消費税完納運動」

を推進しています。

消費税の滞納状況を含む令和６年度の租税滞納状況

が、前年８月下旬に国税庁から発表されました。

国税庁の発表によりますと、令和６年度の消費税の新

規発生滞納額は5,298億円で、前年度（4,383億円）に比

べて915億円増加する一方で、整理済額も4,922億円で前

年度（4,212億円）に比べて710億円増加したものの、滞

納残高（滞納整理中のものの額）は3,956億円で前年度

（3,580億円）に比べて376億円多く、２年連続で増加した。

消費税の滞納状況 単位：億円、％

区分

年度

新規発生滞納額 整理済額
滞納整理中のものの額

(滞納残高)

金額 前年度比 金額 前年度比 金額 前年度比

令02 3,456 107.9 2,879 83.7 3,245 121.6

令03 3,997 115.7 3,692 128.2 3,551 109.4

令04 3,630 90.8 3,772 102.2 3,409 96.0

令05 4,383 120.7 4,212 111.7 3,580 105.0

令06 5,298 120.9 4,922 116.9 3,956 110.5

②整理済額
③滞納整理中のものの額（滞納残高）

①新規発生滞納額

消費税の滞納状況の推移(億円）

令和４ （年度）令和５ 令和６
0

1,000

3,000

5,000

4,383
①

4,212
② 3,580

③

2,000

4,000

3,630
①

3,772
②

3,409
③

5,298
①

4,922
② 3,956

③

5,000

4,000

6,000
（億円）

【全税目の租税滞納状況について】

１　新規発生滞納額の状況

期限内納付に関する広報や納期限前後の実施など、滞

納の然防止に努めた結果、令和６年度における新規発生

滞納額は、9,925億円で前年度7,997億円から1,928億円

（＋24.1％）増加しました。

２　滞納発生割合の状況

滞納発生割合（新規発生滞納額/徴収決定済額）は、

昨年の1.0％から1.2％に増加しました。

この滞納発生割合は、平成16年度以降、20年連続で２％

を下回っています。

（注）�　徴収決定済額とは、申告などにより課税された

ものの額をいいます。

３　整理済額の状況

滞納については、集中電話催告センター室、国税局や

税務署の徴収担当部署においては、納税者個々の実情を

踏まえながら、法令等に基づき、確実な徴収に努めまし

た。

この結果、令和６年度の整理済額は9,488億円で、前

年度7,670億円から1,818億円（＋23.7％）増加しました。

４　滞納整理中のものの額（滞納残高）の状況

滞納の未然防止及び整理促進に努めた結果、令和６年

度末における滞納整理中のものの額は9,714億円で、前

年度9,276億円から438億円（＋4.7％）増加しました。

滞納整理中のものの額は、ピーク時（平成10年度、

２兆8,149億円）の約３割となっています。

全税目の滞納状況 単位：億円、％

区分

年度

新規発生滞納額 整理済額
滞納整理中のものの額

(滞納残高)

金額 前年度比 金額 前年度比 金額 前年度比

令02 5,916 107.0 5,184 85.1 8,286 109.7

令03 7,527 127.2 6,956 134.2 8,857 106.9

令04 7,196 95.6 7,104 102.1 8,949 101.0

令05 7,997 111.1 7,670 108.0 9,276 103.7

令06 9,925 124.1 9,488 123.7 9,714 104.7

令和６年度の各税目別の滞納整理中の
ものの額（滞納残高）（億円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

消費税 申告所得税 法人税 源泉所得税 相続税 その他

3,956

2,708

1,318
1,129

499

105

令和６年度
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令和７年分　所得税及び消費税の確定申告について

第一 所得税の確定申告について

１　所得税等の確定申告とは
所得税及び復興特別所得税（「所得税等」）の確定申告

は、１月１日から12月31日までの１年間に生じた全ての
所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告
期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金
や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続
です。

２　確定申告が必要な方
給与所得がある大部分の方は、年末調整により所得税

等が精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、給与所得者でも確定申告をしなければならな

い場合や、確定申告をすると源泉徴収された所得税等が
還付される場合があります。

次の計算において残額があり、さらに①から⑥のいず
れかに該当する方は、所得税等が還付される場合を除き
所得税等の確定申告が必要です。

①�　給与の収入金額が2,000万円を超える
②�　給与を１か所から受けていて、かつ、その給与の全

部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得
金額（給与所得、退職所得を除く）の合計額が20万円
を超える

③�　給与を２か所以上から受けていて、かつ、その給与
の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調
整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額
（給与所得、退職所得を除く）との合計額が20万円を
超える

　※�　給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合
計額（雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎
控除を除く）を差し引いた残りの金額が150万円以
下で、さらに各種の所得金額（給与所得、退職所得
を除く）の合計額が20万円以下の方は、申告は不要
です。

④�　同族会社の役員やその親族の方などで、その同族会
社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場な
どの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

⑤�　給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴
収税額の徴収猶予や還付を受けた

⑥�　在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方など
で、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収され
ないこととなっている

　※�　詳しくは、国税庁ホームページをご
覧ください。

３　確定申告をすれば税金が還付される方
給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のよう

な場合で、源泉徴収された税金が納め過ぎになっている
場合には、還付を受けるための申告（還付申告）により
税金が還付されることがあります。
①�　ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受け

る場合
②�　災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受

けた損害などについて雑損控除を受ける場合
③�　病気やけがなどで支払った多額の医療費について医

療費控除を受ける場合
④�　家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして、

住宅借入金等特別控除を受ける場合

　※�　給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告
をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要で
す。

　※�　それぞれの控除の適用を受けるための要件や必要
な添付書類等を事前にご確認ください。

　※�　国税還付金の受取りは、口座振込をご利用くださ
い。

　※�　詳しくは、国税庁ホームページをご
覧ください。

第二 消費税の確定申告について

１　確定申告が必要な方
次のいずれかに該当する個人事業者の方は、令和７年

分の消費税及び地方消費税（「消費税等」）の確定申告が
必要です。

なお、消費税等の確定申告は、一の申告手続でまとめ
て行います。
①�　適格請求書発行事業者の登録を受けている方
②�　基準期間（令和５年分）の課税売上高が1,000万円

を超える方（下の図１を参照）
③�　基準期間（令和５年分）の課税売上高が1,000万円

以下で、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して
いる方

④�　②及び③に該当しない方で、特定期間（令和６年１
月１日から令和６年６月30日までの期間）の課税売上
高が1,000万円を超える方（下の図２を参照）

　�　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税
期間の初日において非居住者である個人事業者の場合
を除き、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額
によることもできます。

第 一  所 得 税 の 確 定 申 告 に つ い て 

１  所 得 税 等 の 確 定 申 告 と は  
 所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税（「 所 得

税 等 」）の 確 定 申 告 は 、１ 月 １ 日 か ら

12 月 3 1 日 ま で の １ 年 間 に 生 じ た 全

て の 所 得 の 金 額 と そ れ に 対 す る 所 得

税 等 の 額 を 計 算 し 、 申 告 期 限 ま で に

確 定 申 告 書 を 提 出 し て 、 源 泉 徴 収 さ

れ た 税 金 や 予 定 納 税 で 納 め た 税 金 な

ど と の 過 不 足 を 精 算 す る 手 続 で す 。  

 
２  確 定 申 告 が 必 要 な 方  
 給 与 所 得 が あ る 大 部 分 の 方 は 、 年  

末 調 整 に よ り 所 得 税 等 が 精 算 さ れ る

た め 、 確 定 申 告 は 不 要 で す 。  

 た だ し 、 給 与 所 得 者 で も 確 定 申 告

を し な け れ ば な ら な い 場 合 や 、 確 定

申 告 を す る と 源 泉 徴 収 さ れ た 所 得 税

等 が 還 付 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。  

 次 の 計 算 に お い て 残 額 が あ り 、 さ

ら に ① か ら ⑥ の い ず れ か に 該 当 す る

方 は 、 所 得 税 等 が 還 付 さ れ る 場 合 を

除 き 所 得 税 等 の 確 定 申 告 が 必 要 で す 。 

 
 

 
 

①  給与の収入金額が 2,000 万円を超える 

②  給 与 を １ か 所 か ら 受 け て い て 、

か つ 、 そ の 給 与 の 全 部 が 源 泉 徴 収

の 対 象 と な る 場 合 に お い て 、 各 種

の 所 得 金 額 （ 給 与 所 得 、 退 職 所 得

を 除 く ）の 合 計 額 が 2 0 万 円 を 超 え

る  

③  給 与 を ２ か 所 以 上 か ら 受 け て い

て 、 か つ 、 そ の 給 与 の 全 部 が 源 泉

徴 収 の 対 象 と な る 場 合 に お い て 、

年 末 調 整 を さ れ な か っ た 給 与 の 収

入 金 額 と 、 各 種 の 所 得 金 額 （ 給 与

所 得 、 退 職 所 得 を 除 く ） と の 合 計

額 が 2 0 万 円 を 超 え る   

※  給 与 所 得 の 収 入 金 額 の 合 計 額

か ら 、所 得 控 除 の 合 計 額（ 雑 損 控

除 、医 療 費 控 除 、寄 附 金 控 除 及 び

基 礎 控 除 を 除 く ） を 差 し 引 い た

残 り の 金 額 が 15 0 万 円 以 下 で 、

さ ら に 各 種 の 所 得 金 額 （ 給 与 所

得 、退 職 所 得 を 除 く ）の 合 計 額 が

2 0 万 円 以 下 の 方 は 、 申 告 は 不 要

で す 。  

④  同 族 会 社 の 役 員 や そ の 親 族 の

方 な ど で 、 そ の 同 族 会 社 か ら の

給 与 の ほ か に 、 貸 付 金 の 利 子 、

店 舗・工 場 な ど の 賃 貸 料 、機 械・

器 具 の 使 用 料 な ど の 支 払 を 受 け

た  

⑤  給 与 に つ い て 、 災 害 減 免 法 に

よ り 所 得 税 等 の 源 泉 徴 収 税 額 の

徴 収 猶 予 や 還 付 を 受 け た  

⑥  在 日 の 外 国 公 館 に 勤 務 す る 方

や 家 事 使 用 人 の 方 な ど で 、 給 与

の 支 払 を 受 け る 際 に 所 得 税 等 を

源 泉 徴 収 さ れ な い こ と と な っ て

い る  

※  詳 し く は 、 国 税 庁 ホ

ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ

さ い 。  

 

３  確定申告をすれば税金が還付される方 
 給 与 所 得 者 で 確 定 申 告 の 必 要 が な

い 方 で も 、 次 の よ う な 場 合 で 、 源 泉

徴 収 さ れ た 税 金 が 納 め 過 ぎ に な っ て

い る 場 合 に は 、 還 付 を 受 け る た め の

申 告 （ 還 付 申 告 ） に よ り 税 金 が 還 付

さ れ る こ と が あ り ま す 。  
①  ふ る さ と 納 税 な ど の 寄 附 を 行 い 、

寄 附 金 控 除 を 受 け る 場 合  
②  災 害 や 盗 難 、 横 領 に よ り 住 宅 や

家 財 な ど の 資 産 に 受 け た 損 害 な ど

に つ い て 雑 損 控 除 を 受 け る 場 合  
③  病 気 や け が な ど で 支 払 っ た 多 額

の 医 療 費 に つ い て 医 療 費 控 除 を 受

け る 場 合  
④  家 屋 を 住 宅 借 入 金 等 で 新 築 や 購

入 、 増 改 築 等 を し て 、 住 宅 借 入 金

等 特 別 控 除 を 受 け る 場 合  
 

※  給 与 所 得 者 で 確 定 申 告 の 必 要 が

な い 方 が 還 付 申 告 を す る 場 合 は 、

そ の 他 の 各 種 の 所 得 も 申 告 が 必 要

で す 。  
※ そ れ ぞ れ の 控 除 の 適 用 を 受 け る

た め の 要 件 や 必 要 な 添 付 書 類 等 を

事 前 に ご 確 認 く だ さ い 。  
※  国 税 還 付 金 の 受 取 り は 、 口 座 振

込 を ご 利 用 く だ さ い 。  
※  詳 し く は 、国 税 庁 ホ ー ム  

ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

 
第二  消費税の確定申告につい て 

１  確 定 申 告 が 必 要 な 方  
次 の い ず れ か に 該 当 す る 個 人 事 業

者 の 方 は 、 令 和 ７ 年 分 の 消 費 税 及 び

第 一  所 得 税 の 確 定 申 告 に つ い て 

１  所 得 税 等 の 確 定 申 告 と は  
 所 得 税 及 び 復 興 特 別 所 得 税（「 所 得

税 等 」）の 確 定 申 告 は 、１ 月 １ 日 か ら

12 月 3 1 日 ま で の １ 年 間 に 生 じ た 全

て の 所 得 の 金 額 と そ れ に 対 す る 所 得

税 等 の 額 を 計 算 し 、 申 告 期 限 ま で に

確 定 申 告 書 を 提 出 し て 、 源 泉 徴 収 さ

れ た 税 金 や 予 定 納 税 で 納 め た 税 金 な

ど と の 過 不 足 を 精 算 す る 手 続 で す 。  

 
２  確 定 申 告 が 必 要 な 方  
 給 与 所 得 が あ る 大 部 分 の 方 は 、 年  

末 調 整 に よ り 所 得 税 等 が 精 算 さ れ る

た め 、 確 定 申 告 は 不 要 で す 。  

 た だ し 、 給 与 所 得 者 で も 確 定 申 告

を し な け れ ば な ら な い 場 合 や 、 確 定

申 告 を す る と 源 泉 徴 収 さ れ た 所 得 税

等 が 還 付 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。  

 次 の 計 算 に お い て 残 額 が あ り 、 さ

ら に ① か ら ⑥ の い ず れ か に 該 当 す る

方 は 、 所 得 税 等 が 還 付 さ れ る 場 合 を

除 き 所 得 税 等 の 確 定 申 告 が 必 要 で す 。 

 
 

 
 

①  給与の収入金額が 2,000 万円を超える 

②  給 与 を １ か 所 か ら 受 け て い て 、

か つ 、 そ の 給 与 の 全 部 が 源 泉 徴 収

の 対 象 と な る 場 合 に お い て 、 各 種

の 所 得 金 額 （ 給 与 所 得 、 退 職 所 得

を 除 く ）の 合 計 額 が 2 0 万 円 を 超 え

る  

③  給 与 を ２ か 所 以 上 か ら 受 け て い

て 、 か つ 、 そ の 給 与 の 全 部 が 源 泉

徴 収 の 対 象 と な る 場 合 に お い て 、

年 末 調 整 を さ れ な か っ た 給 与 の 収

入 金 額 と 、 各 種 の 所 得 金 額 （ 給 与

所 得 、 退 職 所 得 を 除 く ） と の 合 計

額 が 2 0 万 円 を 超 え る   

※  給 与 所 得 の 収 入 金 額 の 合 計 額

か ら 、所 得 控 除 の 合 計 額（ 雑 損 控

除 、医 療 費 控 除 、寄 附 金 控 除 及 び

基 礎 控 除 を 除 く ） を 差 し 引 い た

残 り の 金 額 が 15 0 万 円 以 下 で 、

さ ら に 各 種 の 所 得 金 額 （ 給 与 所

得 、退 職 所 得 を 除 く ）の 合 計 額 が

2 0 万 円 以 下 の 方 は 、 申 告 は 不 要

で す 。  

④  同 族 会 社 の 役 員 や そ の 親 族 の

方 な ど で 、 そ の 同 族 会 社 か ら の

給 与 の ほ か に 、 貸 付 金 の 利 子 、

店 舗・工 場 な ど の 賃 貸 料 、機 械・

器 具 の 使 用 料 な ど の 支 払 を 受 け

た  

⑤  給 与 に つ い て 、 災 害 減 免 法 に

よ り 所 得 税 等 の 源 泉 徴 収 税 額 の

徴 収 猶 予 や 還 付 を 受 け た  

⑥  在 日 の 外 国 公 館 に 勤 務 す る 方

や 家 事 使 用 人 の 方 な ど で 、 給 与

の 支 払 を 受 け る 際 に 所 得 税 等 を

源 泉 徴 収 さ れ な い こ と と な っ て

い る  

※  詳 し く は 、 国 税 庁 ホ

ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ

さ い 。  

 

３  確定申告をすれば税金が還付される方 
 給 与 所 得 者 で 確 定 申 告 の 必 要 が な

い 方 で も 、 次 の よ う な 場 合 で 、 源 泉

徴 収 さ れ た 税 金 が 納 め 過 ぎ に な っ て

い る 場 合 に は 、 還 付 を 受 け る た め の

申 告 （ 還 付 申 告 ） に よ り 税 金 が 還 付

さ れ る こ と が あ り ま す 。  
①  ふ る さ と 納 税 な ど の 寄 附 を 行 い 、

寄 附 金 控 除 を 受 け る 場 合  
②  災 害 や 盗 難 、 横 領 に よ り 住 宅 や

家 財 な ど の 資 産 に 受 け た 損 害 な ど

に つ い て 雑 損 控 除 を 受 け る 場 合  
③  病 気 や け が な ど で 支 払 っ た 多 額

の 医 療 費 に つ い て 医 療 費 控 除 を 受

け る 場 合  
④  家 屋 を 住 宅 借 入 金 等 で 新 築 や 購

入 、 増 改 築 等 を し て 、 住 宅 借 入 金

等 特 別 控 除 を 受 け る 場 合  
 

※  給 与 所 得 者 で 確 定 申 告 の 必 要 が

な い 方 が 還 付 申 告 を す る 場 合 は 、

そ の 他 の 各 種 の 所 得 も 申 告 が 必 要

で す 。  
※ そ れ ぞ れ の 控 除 の 適 用 を 受 け る

た め の 要 件 や 必 要 な 添 付 書 類 等 を

事 前 に ご 確 認 く だ さ い 。  
※  国 税 還 付 金 の 受 取 り は 、 口 座 振

込 を ご 利 用 く だ さ い 。  
※  詳 し く は 、国 税 庁 ホ ー ム  

ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

 
第二  消費税の確定申告につ い て 

１  確 定 申 告 が 必 要 な 方  
次 の い ず れ か に 該 当 す る 個 人 事 業

者 の 方 は 、 令 和 ７ 年 分 の 消 費 税 及 び
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２　消費税等の税率
消費税等の税率は以下のとおりです｡

区分 標準税率 軽減税率

消費税率 7.8％ 6.24％

地方消費税率
2.2％

（消費税額の22/78）
1.76％

（消費税額の22/78）

合計 10.0％ 8.0％

３　軽減税率の適用対象
軽減税率は、次の①及び②の品目の譲渡を対象として

います。
①�　酒類・外食を除く飲食料品
②�　週２回以上発行される新聞
　　（定期購読契約に基づくもの）

４　一般的な消費税の納付税額の計算方法

　※�　詳しくは、国税庁ホームページをご
覧ください。

５　簡易課税制度を適用した場合の消費税の納付税額の計算方法

簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率

事業区分 みなし仕入率

第１種事業（卸売業） 90％

第２種事業（小売業等）：
小売業、農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）

80％

第３種事業（製造業等）：
農林漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除く）、
建設業、製造業など

70％

第４種事業（その他）：
飲食サービス業など

60％

第５種事業（サービス業等）：
運輸業、情報通信業、金融・保険業、サービス業

（飲食サービス業を除く）
50％

第６種事業（不動産業） 40％

　※�　２種類以上の事業を営む事業者は、課税売上げを
事業の種類ごとに区分する必要があり
ます。

　※�　詳しくは、国税庁ホームページをご
覧ください。

６　地方消費税の納付税額の計算方法

７　適格請求書等保存方式（インボイス制度）について
インボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入

税額控除の方式です。仕入税額控除の適用を受けるため

には、原則として、一定の事項を記載した帳簿と、「適
格請求書発行事業者」が交付する適格請求書（インボイ
ス）等の保存が必要となります。

なお、適格請求書等に必要な記載事項は次のとおりと
なります。

　※�　制度の詳細は、国税庁ホームページ
の「インボイス制度特設サイト」をご
覧ください。

８　小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）
インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行

事業者として課税事業者になった方については、仕入税
額控除の金額を特別控除税額（課税標準である金額の合
計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の
金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の80/100に
相当する金額）とすることができます。

【計算イメージ】

本特例は、インボイス制度を機に免税事業者から適格
請求書発行事業者として課税事業者になった方を対象と
しているため、以下の事業者は本特例を適用することが
できません。
①�　適格請求書発行事業者でない課税事業者
②�　基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
③�　資本金1,000万円以上の新設法人
④�　高額特定資産を取得した場合等であって免税事業者

とならない事業者
⑤�　課税期間の特例の適用を受けている事

業者２割特例について、詳しく知りたい
方は、国税庁ホームページの「２割特例
特設ページ」をご覧ください。

第三 所得税等及び消費税等の申告について

１　確定申告の相談及び申告書の受付
令和８年２月16日（月）から同年３月16日（月）まで

地 方 消 費 税 （「 消 費 税 等 」） の 確 定 申

告 が 必 要 で す 。  

な お 、 消 費 税 等 の 確 定 申 告 は 、 一

の 申 告 手 続 で ま と め て 行 い ま す 。  

①  適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 の 登 録 を

受 け て い る 方  

②  基 準 期 間 （ 令 和 ５ 年 分 ） の 課 税

売 上 高 が 1 , 0 0 0  万 円 を 超 え る 方

（ 下 の 図 １ を 参 照 ）  

③  基 準 期 間 （ 令 和 ５ 年 分 ） の 課 税

売 上 高 が 1, 0 0 0  万 円 以 下 で 、「 消

費 税 課 税 事 業 者 選 択 届 出 書 」 を 提

出 し て い る 方  

④  ② 及 び ③ に 該 当 し な い 方 で 、 特

定 期 間 （ 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 令

和 ６ 年 ６ 月 30 日 ま で の 期 間 ）の 課

税 売 上 高 が 1, 0 0 0 万 円 を 超 え る 方

（ 下 の 図 ２ を 参 照 ）  

  な お 、 特 定 期 間 に お け る 1 , 0 0 0

万 円 の 判 定 は 、 課 税 期 間 の 初 日 に

お い て 非 居 住 者 で あ る 個 人 事 業 者

の 場 合 を 除 き 、 課 税 売 上 高 に 代 え

て 、 給 与 等 支 払 額 の 合 計 額 に よ る

こ と も で き ま す 。  

 

 
 

２  消 費 税 等 の 税 率  
消 費 税 等 の 税 率 は 以 下 の と お り で す ｡  

区 分  標 準 税 率  軽 減 税 率  

消費税率 7 . 8 %  6 . 2 4 %  

地方消費税率 
2 . 2 %  

（消費税額の 22/78） 

1 . 7 6 %  

（消費税額の 22/78） 

合 計  1 0 . 0 %  8 . 0 %  

３  軽減税率の適用対象  
軽 減 税 率 は 、 次 の ① 及 び ② の 品 目

の 譲 渡 を 対 象 と し て い ま す 。  

①  酒 類 ・ 外 食 を 除 く 飲 食 料 品  

②  週 ２ 回 以 上 発 行 さ れ る 新 聞   

 （ 定 期 購 読 契 約 に 基 づ く も の ）  

 

４  一般的な消費税の納付税額の計算方法 

 
 

※  詳 し く は 、 国 税 庁 ホ ー  

ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い。 

 

５  簡易課税制度を適用した場合の消費税の納付税額の計算方法 

 
 簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率 

※  ２ 種 類 以 上 の 事 業 を 営 む 事 業 者

は 、 課 税 売 上 げ を 事 業 の 種 類 ご と

に 区 分 す る 必 要 が あ り ま す 。  

※  詳 し く は 、国 税 庁 ホ ー ム   

ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

 

６  地方消費税の納付税額の計算方法 

 
 

７  適格請求書等保存方式（インボイス制度）について 
 イ ン ボ イ ス 制 度 は 、 複 数 税 率 に 対

応 し た 消 費 税 の 仕 入 税 額 控 除 の 方 式

で す 。 仕 入 税 額 控 除 の 適 用 を 受 け る

た め に は 、 原 則 と し て 、 一 定 の 事 項

を 記 載 し た 帳 簿 と 、「 適 格 請 求 書 発 行

事 業 者 」 が 交 付 す る 適 格 請 求 書 （ イ

ン ボ イ ス ） 等 の 保 存 が 必 要 と な り ま

す 。  

な お 、 適 格 請 求 書 等 に 必 要 な 記 載

事 項 は 次 の と お り と な り ま す 。  

事 業 区 分  み な し 仕 入 率 

第 １ 種 事 業 （ 卸 売 業 ）  9 0 ％  

第 ２ 種 事 業 （ 小 売 業 等 ）：  

小 売 業 、 農 林 漁 業 （ 飲 食 料 品

の 譲 渡 に 係 る 事 業 ）  
8 0 ％  

第 ３ 種 事 業 （ 製 造 業 等 ）：  

農 林 漁 業 （ 飲 食 料 品 の 譲 渡 に

係 る 事 業 を 除 く ）、 建 設 業 、 製

造 業 な ど  

7 0 ％  

第 ４ 種 事 業 （ そ の 他 ）：  

飲 食 サ ー ビ ス 業 な ど  
6 0 ％  

第 ５ 種 事 業 (サ ー ビ ス 業 等 ） : 

運 輸 業 、情 報 通 信 業 、金 融 ・ 保

険 業 、サ ー ビ ス 業（ 飲 食 サ ー ビ

ス 業 を 除 く ）  

5 0 ％  

第 ６ 種 事 業 （ 不 動 産 業 ）  4 0 ％  

地 方 消 費 税 （「 消 費 税 等 」） の 確 定 申

告 が 必 要 で す 。  

な お 、 消 費 税 等 の 確 定 申 告 は 、 一

の 申 告 手 続 で ま と め て 行 い ま す 。  

①  適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 の 登 録 を

受 け て い る 方  

②  基 準 期 間 （ 令 和 ５ 年 分 ） の 課 税

売 上 高 が 1 , 0 0 0  万 円 を 超 え る 方

（ 下 の 図 １ を 参 照 ）  

③  基 準 期 間 （ 令 和 ５ 年 分 ） の 課 税

売 上 高 が 1, 0 0 0  万 円 以 下 で 、「 消

費 税 課 税 事 業 者 選 択 届 出 書 」 を 提

出 し て い る 方  

④  ② 及 び ③ に 該 当 し な い 方 で 、 特

定 期 間 （ 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 令

和 ６ 年 ６ 月 30 日 ま で の 期 間 ）の 課

税 売 上 高 が 1, 0 0 0 万 円 を 超 え る 方

（ 下 の 図 ２ を 参 照 ）  

  な お 、 特 定 期 間 に お け る 1 , 0 0 0

万 円 の 判 定 は 、 課 税 期 間 の 初 日 に

お い て 非 居 住 者 で あ る 個 人 事 業 者

の 場 合 を 除 き 、 課 税 売 上 高 に 代 え

て 、 給 与 等 支 払 額 の 合 計 額 に よ る

こ と も で き ま す 。  

 

 
 

２  消 費 税 等 の 税 率  
消 費 税 等 の 税 率 は 以 下 の と お り で す ｡  

区 分  標 準 税 率  軽 減 税 率  

消費税率 7 . 8 %  6 . 2 4 %  

地方消費税率 
2 . 2 %  

（消費税額の 22/78） 

1 . 7 6 %  

（消費税額の 22/78） 

合 計  1 0 . 0 %  8 . 0 %  

３  軽減税率の適用対象  
軽 減 税 率 は 、 次 の ① 及 び ② の 品 目

の 譲 渡 を 対 象 と し て い ま す 。  

①  酒 類 ・ 外 食 を 除 く 飲 食 料 品  

②  週 ２ 回 以 上 発 行 さ れ る 新 聞   

 （ 定 期 購 読 契 約 に 基 づ く も の ）  

 

４  一般的な消費税の納付税額の計算方法 

 
 

※  詳 し く は 、 国 税 庁 ホ ー  

ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い。 

 

５  簡易課税制度を適用した場合の消費税の納付税額の計算方法 

 
 簡易課税制度の事業区分とみなし仕入率 

※  ２ 種 類 以 上 の 事 業 を 営 む 事 業 者

は 、 課 税 売 上 げ を 事 業 の 種 類 ご と

に 区 分 す る 必 要 が あ り ま す 。  

※  詳 し く は 、国 税 庁 ホ ー ム   

ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

 

６  地方消費税の納付税額の計算方法 

 
 

７  適格請求書等保存方式（インボイス制度）について 
 イ ン ボ イ ス 制 度 は 、 複 数 税 率 に 対

応 し た 消 費 税 の 仕 入 税 額 控 除 の 方 式

で す 。 仕 入 税 額 控 除 の 適 用 を 受 け る

た め に は 、 原 則 と し て 、 一 定 の 事 項

を 記 載 し た 帳 簿 と 、「 適 格 請 求 書 発 行

事 業 者 」 が 交 付 す る 適 格 請 求 書 （ イ

ン ボ イ ス ） 等 の 保 存 が 必 要 と な り ま

す 。  

な お 、 適 格 請 求 書 等 に 必 要 な 記 載

事 項 は 次 の と お り と な り ま す 。  

事 業 区 分  み な し 仕 入 率 

第 １ 種 事 業 （ 卸 売 業 ）  9 0 ％  

第 ２ 種 事 業 （ 小 売 業 等 ）：  

小 売 業 、 農 林 漁 業 （ 飲 食 料 品

の 譲 渡 に 係 る 事 業 ）  
8 0 ％  

第 ３ 種 事 業 （ 製 造 業 等 ）：  

農 林 漁 業 （ 飲 食 料 品 の 譲 渡 に

係 る 事 業 を 除 く ）、 建 設 業 、 製

造 業 な ど  

7 0 ％  

第 ４ 種 事 業 （ そ の 他 ）：  

飲 食 サ ー ビ ス 業 な ど  
6 0 ％  

第 ５ 種 事 業 (サ ー ビ ス 業 等 ） : 

運 輸 業 、情 報 通 信 業 、金 融 ・ 保

険 業 、サ ー ビ ス 業（ 飲 食 サ ー ビ

ス 業 を 除 く ）  

5 0 ％  

第 ６ 種 事 業 （ 不 動 産 業 ）  4 0 ％  

 
※  制 度 の 詳 細 は 、国 税 庁 ホ  

ー ム ペ ー ジ の「 イ ン ボ イ ス  

制 度 特 設 サ イ ト 」を ご 覧 く  

だ さ い 。  

 

８  小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例） 
イ ン ボ イ ス 制 度 を 機 に 免 税 事 業 者

か ら 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 と し て 課

税 事 業 者 に な っ た 方 に つ い て は 、 仕

入 税 額 控 除 の 金 額 を 特 別 控 除 税 額

（ 課 税 標 準 で あ る 金 額 の 合 計 額 に 対

す る 消 費 税 額 か ら 売 上 げ に 係 る 対 価

の 返 還 等 の 金 額 に 係 る 消 費 税 額 の 合

計 額 を 控 除 し た 残 額 の 8 0 / 1 0 0に 相 当

す る 金 額 ） と す る こ と が で き ま す 。  

【 計 算 イ メ ー ジ 】  

 
本 特 例 は 、 イ ン ボ イ ス 制 度 を 機 に

免 税 事 業 者 か ら 適 格 請 求 書 発 行 事 業

者 と し て 課 税 事 業 者 に な っ た 方 を 対

象 と し て い る た め 、 以 下 の 事 業 者 は

本 特 例 を 適 用 す る こ と が で き ま せ ん 。 

① 適格請求書発行事業者でない課税事業者 

② 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者  

③ 資本金1,000万円以上の新設法人 

④ 高額特定資産を取得した場合等であって免税

事業者とならない事業者 

⑤ 課税期間の特例の適用を受けている事業者 

２ 割 特 例 に つ い て 、 詳 し く

知 り た い 方 は 、 国 税 庁 ホ ー ム

ペ ー ジ の 「 ２ 割 特 例 特 設 ペ ー

ジ 」 を ご 覧 く だ さ い 。  

 

第三 所得税等及び消費税等の申告について 

１  確定申告の相談及び申告書の受付 

 令和８年２月 16日（月）から同年３月 16 日（月）まで 

※  還付申告書は、令和８年２月 13日(金）以

前 で も 提 出 で き ま す 。  

※  税 務 署 の 閉 庁 日 （ 土 ・ 日 曜 ・ 祝

日 等 ）は 、通 常 、税 務 署 で の 相 談 及

び 申 告 書 の 受 付 は 行 っ て お り ま せ

ん 。た だ し 、一 部 の 税 務 署 で は 、３

月 １ 日（ 日 ）に 限 り 、確 定 申 告 の 相

談 及 び 申 告 書 の 受 付 を 行 い ま す 。  

  詳 し く は 、 国 税 庁 ホ ー ム  

ペ ー ジ で ご 確 認 く だ さ い 。  

 

２  確 定 申 告 の 期 限  
令和７年分の確定申告期限は次のとおりです。 

・ 所得税等：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等：令和８年３月 31 日（火） 

※  所 得 税 等 と 消 費 税 等 で 申 告 の

期 限 が 異 な り ま す の で 、 お 間 違

い の な い よ う ご 注 意 く だ さ い 。  

 

３  申 告 書 の 提 出 方 法  
①  e - T a x で 申 告 す る 。  

②  郵 便 又 は 信 書 便 に よ り 、 住 所

地 等 の 所 轄 税 務 署 又 は 業 務 セ ン

タ ー に 送 付 す る 。  

※  送 付 先 は 、国 税 庁 ホ ー  

ム ペ ー ジ か ら 所 轄 税 務  

署 の ペ ー ジ を ご 確 認 く  

だ さ い 。  

 

・  確 定 申 告 書 は 、「 信 書 」に 当  

た る こ と か ら 、 税 務 署 に 送 付

す る 場 合 に は 、「 郵 便 物 」（ 第 一

種 郵 便 物 ）又 は「 信 書 便 物 」と

し て 送 付 す る 必 要 が あ り ま す

（ 郵 便 物 ・ 信 書 便 物 以 外 の 荷

物 の 取 扱 い で 送 付 す る こ と は

で き ま せ ん 。）。  

・  通 信 日 付 印 を 提 出 日 と み な

し ま す 。 通 信 日 付 印 が 申 告 期

限 内 と な る よ う 、 お 早 め に ご

送 付 く だ さ い 。  

③  住 所 地 等 の 所 轄 税 務 署 の 受 付

に 提 出 す る 。  

※  税 務 署 の 時 間 外 収 受 箱 へ の

投 函 に よ り 、 提 出 す る こ と も

で き ま す 。  

※  国 税 庁 ・ 国 税 局 ・ 税 務 署 で  

は 、 税 務 行 政 の デ ジ タ ル 化 に

お け る 国 税 に 関 す る 手 続 等 の

見 直 し の 一 環 と し て 、 令 和 ７

年 １ 月 か ら 、 申 告 書 等 の 控 え

QR 
コード 

 
※  制 度 の 詳 細 は 、国 税 庁 ホ  

ー ム ペ ー ジ の「 イ ン ボ イ ス  

制 度 特 設 サ イ ト 」を ご 覧 く  

だ さ い 。  

 

８  小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例） 
イ ン ボ イ ス 制 度 を 機 に 免 税 事 業 者

か ら 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 と し て 課

税 事 業 者 に な っ た 方 に つ い て は 、 仕

入 税 額 控 除 の 金 額 を 特 別 控 除 税 額

（ 課 税 標 準 で あ る 金 額 の 合 計 額 に 対

す る 消 費 税 額 か ら 売 上 げ に 係 る 対 価

の 返 還 等 の 金 額 に 係 る 消 費 税 額 の 合

計 額 を 控 除 し た 残 額 の 8 0 / 1 0 0に 相 当

す る 金 額 ） と す る こ と が で き ま す 。  

【 計 算 イ メ ー ジ 】  

 
本 特 例 は 、 イ ン ボ イ ス 制 度 を 機 に

免 税 事 業 者 か ら 適 格 請 求 書 発 行 事 業

者 と し て 課 税 事 業 者 に な っ た 方 を 対

象 と し て い る た め 、 以 下 の 事 業 者 は

本 特 例 を 適 用 す る こ と が で き ま せ ん 。 

① 適格請求書発行事業者でない課税事業者 

② 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者  

③ 資本金1,000万円以上の新設法人 

④ 高額特定資産を取得した場合等であって免税

事業者とならない事業者 

⑤ 課税期間の特例の適用を受けている事業者 

２ 割 特 例 に つ い て 、 詳 し く

知 り た い 方 は 、 国 税 庁 ホ ー ム

ペ ー ジ の 「 ２ 割 特 例 特 設 ペ ー

ジ 」 を ご 覧 く だ さ い 。  

 

第三 所得税等及び消費税等の申告について 

１  確定申告の相談及び申告書の受付 

 令和８年２月 16日（月）から同年３月 16 日（月）まで 

※  還付申告書は、令和８年２月 13日(金）以

前 で も 提 出 で き ま す 。  

※  税 務 署 の 閉 庁 日 （ 土 ・ 日 曜 ・ 祝

日 等 ）は 、通 常 、税 務 署 で の 相 談 及

び 申 告 書 の 受 付 は 行 っ て お り ま せ

ん 。た だ し 、一 部 の 税 務 署 で は 、３

月 １ 日（ 日 ）に 限 り 、確 定 申 告 の 相

談 及 び 申 告 書 の 受 付 を 行 い ま す 。  

  詳 し く は 、 国 税 庁 ホ ー ム  

ペ ー ジ で ご 確 認 く だ さ い 。  

 

２  確 定 申 告 の 期 限  
令和７年分の確定申告期限は次のとおりです。 

・ 所得税等：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等：令和８年３月 31 日（火） 

※  所 得 税 等 と 消 費 税 等 で 申 告 の

期 限 が 異 な り ま す の で 、 お 間 違

い の な い よ う ご 注 意 く だ さ い 。  

 

３  申 告 書 の 提 出 方 法  
①  e - T a x で 申 告 す る 。  

②  郵 便 又 は 信 書 便 に よ り 、 住 所

地 等 の 所 轄 税 務 署 又 は 業 務 セ ン

タ ー に 送 付 す る 。  

※  送 付 先 は 、国 税 庁 ホ ー  

ム ペ ー ジ か ら 所 轄 税 務  

署 の ペ ー ジ を ご 確 認 く  

だ さ い 。  

 

・  確 定 申 告 書 は 、「 信 書 」に 当  

た る こ と か ら 、 税 務 署 に 送 付

す る 場 合 に は 、「 郵 便 物 」（ 第 一

種 郵 便 物 ）又 は「 信 書 便 物 」と

し て 送 付 す る 必 要 が あ り ま す

（ 郵 便 物 ・ 信 書 便 物 以 外 の 荷

物 の 取 扱 い で 送 付 す る こ と は

で き ま せ ん 。）。  

・  通 信 日 付 印 を 提 出 日 と み な

し ま す 。 通 信 日 付 印 が 申 告 期

限 内 と な る よ う 、 お 早 め に ご

送 付 く だ さ い 。  

③  住 所 地 等 の 所 轄 税 務 署 の 受 付

に 提 出 す る 。  

※  税 務 署 の 時 間 外 収 受 箱 へ の

投 函 に よ り 、 提 出 す る こ と も

で き ま す 。  

※  国 税 庁 ・ 国 税 局 ・ 税 務 署 で  

は 、 税 務 行 政 の デ ジ タ ル 化 に

お け る 国 税 に 関 す る 手 続 等 の

見 直 し の 一 環 と し て 、 令 和 ７

年 １ 月 か ら 、 申 告 書 等 の 控 え

QR 
コード 
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　※�　還付申告書は、令和８年２月13日（金）以前でも
提出できます。

　※�　税務署の閉庁日（土・日曜・祝日等）は、通常、
税務署での相談及び申告書の受付は行っておりませ
ん。ただし、一部の税務署では、３月
１日（日）に限り、確定申告の相談及
び申告書の受付を行います。詳しくは、
国税庁ホームページでご確認ください。

２　確定申告の期限
令和７年分の確定申告期限は次のとおりです。

　・所得税等：令和８年３月16日（月）
　・消費税等：令和８年３月31日（火）
　※�　所得税等と消費税等で申告の期限が異なりますの

で、お間違いのないようご注意ください。

３　申告書の提出方法
①�　e-Taxで申告する。
②�　郵便又は信書便により、住所地等の所

轄税務署又は業務センターに送付する。
　※�　送付先は、国税庁ホームページから

所轄税務署のページをご確認ください。
　・�　確定申告書は、「信書」に当たることから、税務

署に送付する場合には、「郵便物」（第一種郵便物）
又は「信書便物」として送付する必要があります（郵
便物・信書便物以外の荷物の取扱いで送付すること
はできません。）。

　・�　通信日付印を提出日とみなします。通信日付印が
申告期限内となるよう、お早めにご送付ください。

③　住所地等の所轄税務署の受付に提出する。
　※�　税務署の時間外収受箱への投函により、提出する

こともできます。
　※�　国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタ

ル化における国税に関する手続等の見直しの一環と
して、令和７年１月から、申告書等の控えに収受日
付印の押なつを行っておりません。申告書等を書面
で提出（送付）する場合は、申告書等
の提出用のみを提出（送付）してくだ
さい。詳しくは、国税庁ホームページ
をご覧ください。

４　確定申告書等作成コーナー
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで

は、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、
税額などが自動計算され、所得税等、消費税等の確定申
告書や青色申告決算書などを作成し、e-Taxにより申告
ができます。

マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応ス
マートフォン（又はICカードリーダライタ）をご用意い
ただければ、ご自宅からパソコンやスマートフォンを利
用してe-Taxをご利用になれるほか、マイナポータル経
由で申告に必要な給与所得の源泉徴収票や控除証明書等
の必要書類のデータを一括取得し、申告書の該当項目へ
自動入力する機能（マイナポータル連携）もご利用いた
だけます。

なお、令和８年１月からは、「iPhoneのマイナンバー
カード」に対応しますので、マイナンバーカードをスマー
トフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Taxに
よる申告ができます（Android端末はすでにご利用いた
だけます。）。
　※�　「iPhone」は、米国及び他の国々で登

録されたAppleInc.の商標です。iPhone
の商標は、アイホン株式会社のライ
センスに基づき使用されています。

「Android」は、GoogleLLCの商標又は登録商標です。
　※�　詳しくは、国税庁確定申告書等作成コーナーをご

覧ください

５　税務相談チャットボット
確定申告に関する質問は、税務相談チャットボットの

「税務職員ふたば」にご相談できます。お問合せ内容を
メニューから選択するか、文字を入力して
いただくことにより、AI（人工知能）を活
用して自動で回答を表示します。土日、夜
間でもご利用いただけます。

第四 所得税等及び消費税等の納付について

１　令和７年分所得税等及び消費税等の納付期限
令和７年分の納期限は次のとおりです。

　・�　所得税等（第３期分）：令和８年３月16日（月）
　・�　消費税等：令和８年３月31日（火）

所得税等と消費税等で申告・納付の期限が異なります
ので、お間違いのないようご注意ください。なお、申告
書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税の
お知らせはありません。

２　納付の方法
納付手続は、次のとおり様々な方法があ

りますので、ご自身で選択し、納付手続を
行ってください。詳しくは、国税庁ホーム
ページをご覧ください。
①�　振替納税
　�　事前に届出をした預貯金口座から、国税庁が指定する振
替日に自動で口座引落しにより納付ができます。

　�　振替日は次のとおりです。
　・所得税等の振替日：令和８年４月23日（木）
　・消費税等の振替日：令和８年４月30日（木）
　�　新規に振替納税をご利用になる場合には、次の申込期
限までに「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」
を提出する必要があります。

　・所得税等の申込期限：令和８年３月16日（月）
　・消費税等の申込期限：令和８年３月31日（火）
　※�　振替納税の申込みはオンライン（e-Tax）が便利です。
　※�　振替納税をご利用中の方が転居等により所轄税務

署が変わった際に、引き続き振替納税を希望される
場合は、確定申告書の「振替継続希望」欄に○を記
入するか、新たに振替納税の手続を行ってください。

②�　ダイレクト納付（e-Taxによる口座振替）
　�　e-Taxを利用して、事前に届出をした預貯金口座から、
口座引落しにより納付ができます。ダイレクト納付の利
用には、初回のみ事前に「ダイレクト納付利用届出書」
を提出する必要があります。

　※�　届出書の提出はオンライン（e-Tax）が便利です。
　※�　届出書を提出しただけでは、納付は完了していませ

ん。後日、ダイレクト納付が使用できるようになりま
したら、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト
納付登録完了通知」が格納されますので、納付を行う
場合は、メッセージボックスが格納された後に、改め
て納付手続を行っていただく必要があります。

③�　インターネットバンキングやATMで納付
④�　クレジットカード納付
⑤�　スマホアプリ納付
⑥　コンビニエンスストアでQRコードによる納付
　※�　「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登

録商標です。
⑦�　金融機関又は税務署の窓口で現金による納付

 
※  制 度 の 詳 細 は 、国 税 庁 ホ  

ー ム ペ ー ジ の「 イ ン ボ イ ス  

制 度 特 設 サ イ ト 」を ご 覧 く  

だ さ い 。  

 

８  小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例） 
イ ン ボ イ ス 制 度 を 機 に 免 税 事 業 者

か ら 適 格 請 求 書 発 行 事 業 者 と し て 課

税 事 業 者 に な っ た 方 に つ い て は 、 仕

入 税 額 控 除 の 金 額 を 特 別 控 除 税 額

（ 課 税 標 準 で あ る 金 額 の 合 計 額 に 対

す る 消 費 税 額 か ら 売 上 げ に 係 る 対 価

の 返 還 等 の 金 額 に 係 る 消 費 税 額 の 合

計 額 を 控 除 し た 残 額 の 8 0 / 1 0 0に 相 当

す る 金 額 ） と す る こ と が で き ま す 。  

【 計 算 イ メ ー ジ 】  

 
本 特 例 は 、 イ ン ボ イ ス 制 度 を 機 に

免 税 事 業 者 か ら 適 格 請 求 書 発 行 事 業

者 と し て 課 税 事 業 者 に な っ た 方 を 対

象 と し て い る た め 、 以 下 の 事 業 者 は

本 特 例 を 適 用 す る こ と が で き ま せ ん 。 

① 適格請求書発行事業者でない課税事業者 

② 基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者  

③ 資本金1,000万円以上の新設法人 

④ 高額特定資産を取得した場合等であって免税

事業者とならない事業者 

⑤ 課税期間の特例の適用を受けている事業者 

２ 割 特 例 に つ い て 、 詳 し く

知 り た い 方 は 、 国 税 庁 ホ ー ム

ペ ー ジ の 「 ２ 割 特 例 特 設 ペ ー

ジ 」 を ご 覧 く だ さ い 。  

 

第三 所得税等及び消費税等の申告について 

１  確定申告の相談及び申告書の受付 

 令和８年２月 16日（月）から同年３月 16 日（月）まで 

※  還付申告書は、令和８年２月 13日(金）以

前 で も 提 出 で き ま す 。  

※  税 務 署 の 閉 庁 日 （ 土 ・ 日 曜 ・ 祝

日 等 ）は 、通 常 、税 務 署 で の 相 談 及

び 申 告 書 の 受 付 は 行 っ て お り ま せ

ん 。た だ し 、一 部 の 税 務 署 で は 、３

月 １ 日（ 日 ）に 限 り 、確 定 申 告 の 相

談 及 び 申 告 書 の 受 付 を 行 い ま す 。  

  詳 し く は 、 国 税 庁 ホ ー ム  

ペ ー ジ で ご 確 認 く だ さ い 。  

 

２  確 定 申 告 の 期 限  
令和７年分の確定申告期限は次のとおりです。 

・ 所得税等：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等：令和８年３月 31 日（火） 

※  所 得 税 等 と 消 費 税 等 で 申 告 の

期 限 が 異 な り ま す の で 、 お 間 違

い の な い よ う ご 注 意 く だ さ い 。  

 

３  申 告 書 の 提 出 方 法  
①  e - T a x で 申 告 す る 。  

②  郵 便 又 は 信 書 便 に よ り 、 住 所

地 等 の 所 轄 税 務 署 又 は 業 務 セ ン

タ ー に 送 付 す る 。  

※  送 付 先 は 、国 税 庁 ホ ー  

ム ペ ー ジ か ら 所 轄 税 務  

署 の ペ ー ジ を ご 確 認 く  

だ さ い 。  

 

・  確 定 申 告 書 は 、「 信 書 」に 当  

た る こ と か ら 、 税 務 署 に 送 付

す る 場 合 に は 、「 郵 便 物 」（ 第 一

種 郵 便 物 ）又 は「 信 書 便 物 」と

し て 送 付 す る 必 要 が あ り ま す

（ 郵 便 物 ・ 信 書 便 物 以 外 の 荷

物 の 取 扱 い で 送 付 す る こ と は

で き ま せ ん 。）。  

・  通 信 日 付 印 を 提 出 日 と み な

し ま す 。 通 信 日 付 印 が 申 告 期

限 内 と な る よ う 、 お 早 め に ご

送 付 く だ さ い 。  

③  住 所 地 等 の 所 轄 税 務 署 の 受 付

に 提 出 す る 。  

※  税 務 署 の 時 間 外 収 受 箱 へ の

投 函 に よ り 、 提 出 す る こ と も

で き ま す 。  

※  国 税 庁 ・ 国 税 局 ・ 税 務 署 で  

は 、 税 務 行 政 の デ ジ タ ル 化 に

お け る 国 税 に 関 す る 手 続 等 の

見 直 し の 一 環 と し て 、 令 和 ７

年 １ 月 か ら 、 申 告 書 等 の 控 え

QR 
コード 

に 収 受 日 付 印 の 押 な つ を 行 っ

て お り ま せ ん 。 申 告 書 等 を 書

面 で 提 出（ 送 付 ）す る 場 合 は 、

申 告 書 等 の 提 出 用 の み を 提 出

（ 送 付 ） し て く だ さ い 。  

詳 し く は 、 国 税 庁 ホ

ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ

さ い 。  

 

４  確 定 申 告 書 等 作 成 コ ー ナ ー  

国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ の 確 定 申 告 書

等 作 成 コ ー ナ ー で は 、 画 面 の 案 内 に

沿 っ て 金 額 等 を 入 力 す る こ と に よ り 、

税 額 な ど が 自 動 計 算 さ れ 、所 得 税 等 、

消 費 税 等 の 確 定 申 告 書 や 青 色 申 告 決

算 書 な ど を 作 成 し 、 e- T a x に よ り 申

告 が で き ま す 。  

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド と マ イ ナ ン バ

ー カ ー ド 読 取 対 応 ス マ ー ト フ ォ ン

（ 又 は I C カ ー ド リ ー ダ ラ イ タ ）を ご

用 意 い た だ け れ ば 、 ご 自 宅 か ら パ ソ

コ ン や ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し て e -

T a x を ご 利 用 に な れ る ほ か 、 マ イ ナ

ポ ー タ ル 経 由 で 申 告 に 必 要 な 給 与 所

得 の 源 泉 徴 収 票 や 控 除 証 明 書 等 の 必

要 書 類 の デ ー タ を 一 括 取 得 し 、 申 告

書 の 該 当 項 目 へ 自 動 入 力 す る 機 能

（ マ イ ナ ポ ー タ ル 連 携 ） も ご 利 用 い

た だ け ま す 。  

な お 、 令 和 ８ 年 １ 月 か ら は 、

「 i P h o n e の マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 」に

対 応 し ま す の で 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー

ド を ス マ ー ト フ ォ ン で 読 み 取 ら な く

て も 、申 告 書 の 作 成・e- T a x に よ る 申

告 が で き ま す （ A n d r o i d 端 末 は す で

に ご 利 用 い た だ け ま す 。）。  

※  「iPhone」は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の

商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

「Android」は、Google LLC の商標又は登録商標です。 

 ※  詳 し く は 、 国 税 庁 確

定 申 告 書 等 作 成 コ ー ナ

ー を ご 覧 く だ さ い  

 

５  税 務 相 談 チ ャ ッ ト ボ ッ ト  
確 定 申 告 に 関 す る 質 問 は 、 税 務 相

談 チ ャ ッ ト ボ ッ ト の 「 税 務 職 員 ふ た

ば 」 に ご 相 談 で き ま す 。 お 問 合 せ 内

容 を メ ニ ュ ー か ら 選 択 す る か 、 文 字

を 入 力 し て い た だ く こ と に よ り 、 Ａ

Ｉ （ 人 工 知 能 ） を 活 用 し て

自 動 で 回 答 を 表 示 し ま す 。

土 日 、 夜 間 で も ご 利 用 い た

だ け ま す 。  

 

第四 所得税等及び消費税等の納付について 

１   令和７年分所得税等及び消費税等の納付期限 

令和７年分の納期限は次のとおりです。 

・ 所得税等（第３期分）：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等：令和８年３月 31 日（火） 

所 得 税 等 と 消 費 税 等 で 申 告 ・ 納 付

の 期 限 が 異 な り ま す の で 、 お 間 違 い

の な い よ う ご 注 意 く だ さ い 。  

な お 、 申 告 書 の 提 出 後 に 、 納 付 書

の 送 付 や 納 税 通 知 等 に よ る 納 税 の お

知 ら せ は あ り ま せ ん 。  

 

２  納 付 の 方 法  
納 付 手 続 は 、 次 の と お り 様 々 な 方

法 が あ り ま す の で 、ご 自 身 で 選 択 し 、

納 付 手 続 を 行 っ て く だ さ い 。  

詳 し く は 、 国 税 庁 ホ ー ム

ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

①  振 替 納 税  

  事 前 に 届 出 を し た 預 貯     

金 口 座 か ら 、 国 税 庁 が 指 定 す る 振

替 日 に 自 動 で 口 座 引 落 し に よ り 納

付 が で き ま す 。  

振替日は次のとおりです。 

・ 所得税等の振替日：令和８年４月 23 日（木） 

・ 消費税等の振替日：令和８年４月 30 日（木） 

新規に振替納税をご利用になる場合には、次

の申込期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納

付書送付依頼書」を提出する必要があります。 

・ 所得税等の申込期限：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等の申込期限：令和８年 3 月 31 日（火） 

※  振 替 納 税 の 申 込 み は オ ン ラ イ

ン （ e - T a x） が 便 利 で す 。  

※  振 替 納 税 を ご 利 用 中 の 方 が 転

居 等 に よ り 所 轄 税 務 署 が 変 わ っ

た 際 に 、 引 き 続 き 振 替 納 税 を 希

望 さ れ る 場 合 は 、 確 定 申 告 書 の

「 振 替 継 続 希 望 」 欄 に ○ を 記 入

す る か 、 新 た に 振 替 納 税 の 手 続

を 行 っ て く だ さ い 。  

②  ダイレクト納付（e-Tax による口座振替） 

e - T a x を 利 用 し て 、 事 前 に 届 出

を し た 預 貯 金 口 座 か ら 、 口 座 引 落

し に よ り 納 付 が で き ま す 。 ダ イ レ

ク ト 納 付 の 利 用 に は 、 初 回 の み 事

前 に「 ダ イ レ ク ト 納 付 利 用 届 出 書 」

を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

※  届 出 書 の 提 出 は オ ン ラ イ ン

（ e - T a x） が 便 利 で す 。  

※  届 出 書 を 提 出 し た だ け で は 、

納 付 は 完 了 し て い ま せ ん 。後 日 、

ダ イ レ ク ト 納 付 が 使 用 で き る よ

う に な り ま し た ら 、e- T a x の メ ッ

セ ー ジ ボ ッ ク ス に 「 ダ イ レ ク ト

納 付 登 録 完 了 通 知 」 が 格 納 さ れ

ま す の で 、 納 付 を 行 う 場 合 は 、

に 収 受 日 付 印 の 押 な つ を 行 っ

て お り ま せ ん 。 申 告 書 等 を 書

面 で 提 出（ 送 付 ）す る 場 合 は 、

申 告 書 等 の 提 出 用 の み を 提 出

（ 送 付 ） し て く だ さ い 。  

詳 し く は 、 国 税 庁 ホ

ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ

さ い 。  

 

４  確 定 申 告 書 等 作 成 コ ー ナ ー  

国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ の 確 定 申 告 書

等 作 成 コ ー ナ ー で は 、 画 面 の 案 内 に

沿 っ て 金 額 等 を 入 力 す る こ と に よ り 、

税 額 な ど が 自 動 計 算 さ れ 、所 得 税 等 、

消 費 税 等 の 確 定 申 告 書 や 青 色 申 告 決

算 書 な ど を 作 成 し 、 e- T a x に よ り 申

告 が で き ま す 。  

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド と マ イ ナ ン バ

ー カ ー ド 読 取 対 応 ス マ ー ト フ ォ ン

（ 又 は I C カ ー ド リ ー ダ ラ イ タ ）を ご

用 意 い た だ け れ ば 、 ご 自 宅 か ら パ ソ

コ ン や ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し て e -

T a x を ご 利 用 に な れ る ほ か 、 マ イ ナ

ポ ー タ ル 経 由 で 申 告 に 必 要 な 給 与 所

得 の 源 泉 徴 収 票 や 控 除 証 明 書 等 の 必

要 書 類 の デ ー タ を 一 括 取 得 し 、 申 告

書 の 該 当 項 目 へ 自 動 入 力 す る 機 能

（ マ イ ナ ポ ー タ ル 連 携 ） も ご 利 用 い

た だ け ま す 。  

な お 、 令 和 ８ 年 １ 月 か ら は 、

「 i P h o n e の マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 」に

対 応 し ま す の で 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー

ド を ス マ ー ト フ ォ ン で 読 み 取 ら な く

て も 、申 告 書 の 作 成・e- T a x に よ る 申

告 が で き ま す （ A n d r o i d 端 末 は す で

に ご 利 用 い た だ け ま す 。）。  

※  「iPhone」は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の

商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

「Android」は、Google LLC の商標又は登録商標です。 

 ※  詳 し く は 、 国 税 庁 確

定 申 告 書 等 作 成 コ ー ナ

ー を ご 覧 く だ さ い  

 

５  税 務 相 談 チ ャ ッ ト ボ ッ ト  
確 定 申 告 に 関 す る 質 問 は 、 税 務 相

談 チ ャ ッ ト ボ ッ ト の 「 税 務 職 員 ふ た

ば 」 に ご 相 談 で き ま す 。 お 問 合 せ 内

容 を メ ニ ュ ー か ら 選 択 す る か 、 文 字

を 入 力 し て い た だ く こ と に よ り 、 Ａ

Ｉ （ 人 工 知 能 ） を 活 用 し て

自 動 で 回 答 を 表 示 し ま す 。

土 日 、 夜 間 で も ご 利 用 い た

だ け ま す 。  

 

第四 所得税等及び消費税等の納付について 

１   令和７年分所得税等及び消費税等の納付期限 

令和７年分の納期限は次のとおりです。 

・ 所得税等（第３期分）：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等：令和８年３月 31 日（火） 

所 得 税 等 と 消 費 税 等 で 申 告 ・ 納 付

の 期 限 が 異 な り ま す の で 、 お 間 違 い

の な い よ う ご 注 意 く だ さ い 。  

な お 、 申 告 書 の 提 出 後 に 、 納 付 書

の 送 付 や 納 税 通 知 等 に よ る 納 税 の お

知 ら せ は あ り ま せ ん 。  

 

２  納 付 の 方 法  
納 付 手 続 は 、 次 の と お り 様 々 な 方

法 が あ り ま す の で 、ご 自 身 で 選 択 し 、

納 付 手 続 を 行 っ て く だ さ い 。  

詳 し く は 、 国 税 庁 ホ ー ム

ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。  

①  振 替 納 税  

  事 前 に 届 出 を し た 預 貯     

金 口 座 か ら 、 国 税 庁 が 指 定 す る 振

替 日 に 自 動 で 口 座 引 落 し に よ り 納

付 が で き ま す 。  

振替日は次のとおりです。 

・ 所得税等の振替日：令和８年４月 23 日（木） 

・ 消費税等の振替日：令和８年４月 30 日（木） 

新規に振替納税をご利用になる場合には、次

の申込期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納

付書送付依頼書」を提出する必要があります。 

・ 所得税等の申込期限：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等の申込期限：令和８年 3 月 31 日（火） 

※  振 替 納 税 の 申 込 み は オ ン ラ イ

ン （ e - T a x） が 便 利 で す 。  

※  振 替 納 税 を ご 利 用 中 の 方 が 転

居 等 に よ り 所 轄 税 務 署 が 変 わ っ

た 際 に 、 引 き 続 き 振 替 納 税 を 希

望 さ れ る 場 合 は 、 確 定 申 告 書 の

「 振 替 継 続 希 望 」 欄 に ○ を 記 入

す る か 、 新 た に 振 替 納 税 の 手 続

を 行 っ て く だ さ い 。  

②  ダイレクト納付（e-Tax による口座振替） 

e - T a x を 利 用 し て 、 事 前 に 届 出

を し た 預 貯 金 口 座 か ら 、 口 座 引 落

し に よ り 納 付 が で き ま す 。 ダ イ レ
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を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  
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※  届 出 書 を 提 出 し た だ け で は 、

納 付 は 完 了 し て い ま せ ん 。後 日 、

ダ イ レ ク ト 納 付 が 使 用 で き る よ

う に な り ま し た ら 、e- T a x の メ ッ

セ ー ジ ボ ッ ク ス に 「 ダ イ レ ク ト

納 付 登 録 完 了 通 知 」 が 格 納 さ れ

ま す の で 、 納 付 を 行 う 場 合 は 、

に 収 受 日 付 印 の 押 な つ を 行 っ

て お り ま せ ん 。 申 告 書 等 を 書

面 で 提 出（ 送 付 ）す る 場 合 は 、

申 告 書 等 の 提 出 用 の み を 提 出

（ 送 付 ） し て く だ さ い 。  

詳 し く は 、 国 税 庁 ホ

ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ

さ い 。  

 

４  確 定 申 告 書 等 作 成 コ ー ナ ー  

国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ の 確 定 申 告 書

等 作 成 コ ー ナ ー で は 、 画 面 の 案 内 に

沿 っ て 金 額 等 を 入 力 す る こ と に よ り 、

税 額 な ど が 自 動 計 算 さ れ 、所 得 税 等 、

消 費 税 等 の 確 定 申 告 書 や 青 色 申 告 決

算 書 な ど を 作 成 し 、 e- T a x に よ り 申

告 が で き ま す 。  
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コ ン や ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し て e -

T a x を ご 利 用 に な れ る ほ か 、 マ イ ナ

ポ ー タ ル 経 由 で 申 告 に 必 要 な 給 与 所

得 の 源 泉 徴 収 票 や 控 除 証 明 書 等 の 必

要 書 類 の デ ー タ を 一 括 取 得 し 、 申 告

書 の 該 当 項 目 へ 自 動 入 力 す る 機 能

（ マ イ ナ ポ ー タ ル 連 携 ） も ご 利 用 い

た だ け ま す 。  

な お 、 令 和 ８ 年 １ 月 か ら は 、
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ド を ス マ ー ト フ ォ ン で 読 み 取 ら な く

て も 、申 告 書 の 作 成・e- T a x に よ る 申

告 が で き ま す （ A n d r o i d 端 末 は す で

に ご 利 用 い た だ け ま す 。）。  

※  「iPhone」は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の

商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

「Android」は、Google LLC の商標又は登録商標です。 
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ー を ご 覧 く だ さ い  
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自 動 で 回 答 を 表 示 し ま す 。
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の 送 付 や 納 税 通 知 等 に よ る 納 税 の お

知 ら せ は あ り ま せ ん 。  

 

２  納 付 の 方 法  
納 付 手 続 は 、 次 の と お り 様 々 な 方

法 が あ り ま す の で 、ご 自 身 で 選 択 し 、
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金 口 座 か ら 、 国 税 庁 が 指 定 す る 振

替 日 に 自 動 で 口 座 引 落 し に よ り 納

付 が で き ま す 。  

振替日は次のとおりです。 

・ 所得税等の振替日：令和８年４月 23 日（木） 

・ 消費税等の振替日：令和８年４月 30 日（木） 

新規に振替納税をご利用になる場合には、次

の申込期限までに「預貯金口座振替依頼書兼納

付書送付依頼書」を提出する必要があります。 

・ 所得税等の申込期限：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等の申込期限：令和８年 3 月 31 日（火） 

※  振 替 納 税 の 申 込 み は オ ン ラ イ

ン （ e - T a x） が 便 利 で す 。  

※  振 替 納 税 を ご 利 用 中 の 方 が 転

居 等 に よ り 所 轄 税 務 署 が 変 わ っ

た 際 に 、 引 き 続 き 振 替 納 税 を 希

望 さ れ る 場 合 は 、 確 定 申 告 書 の

「 振 替 継 続 希 望 」 欄 に ○ を 記 入
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を 行 っ て く だ さ い 。  
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を し た 預 貯 金 口 座 か ら 、 口 座 引 落

し に よ り 納 付 が で き ま す 。 ダ イ レ
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（ e - T a x） が 便 利 で す 。  

※  届 出 書 を 提 出 し た だ け で は 、

納 付 は 完 了 し て い ま せ ん 。後 日 、

ダ イ レ ク ト 納 付 が 使 用 で き る よ

う に な り ま し た ら 、e- T a x の メ ッ

セ ー ジ ボ ッ ク ス に 「 ダ イ レ ク ト

納 付 登 録 完 了 通 知 」 が 格 納 さ れ

ま す の で 、 納 付 を 行 う 場 合 は 、

に 収 受 日 付 印 の 押 な つ を 行 っ

て お り ま せ ん 。 申 告 書 等 を 書

面 で 提 出（ 送 付 ）す る 場 合 は 、

申 告 書 等 の 提 出 用 の み を 提 出

（ 送 付 ） し て く だ さ い 。  

詳 し く は 、 国 税 庁 ホ

ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ

さ い 。  

 

４  確 定 申 告 書 等 作 成 コ ー ナ ー  

国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ の 確 定 申 告 書
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算 書 な ど を 作 成 し 、 e- T a x に よ り 申

告 が で き ま す 。  

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド と マ イ ナ ン バ

ー カ ー ド 読 取 対 応 ス マ ー ト フ ォ ン

（ 又 は I C カ ー ド リ ー ダ ラ イ タ ）を ご

用 意 い た だ け れ ば 、 ご 自 宅 か ら パ ソ

コ ン や ス マ ー ト フ ォ ン を 利 用 し て e -

T a x を ご 利 用 に な れ る ほ か 、 マ イ ナ
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得 の 源 泉 徴 収 票 や 控 除 証 明 書 等 の 必

要 書 類 の デ ー タ を 一 括 取 得 し 、 申 告

書 の 該 当 項 目 へ 自 動 入 力 す る 機 能

（ マ イ ナ ポ ー タ ル 連 携 ） も ご 利 用 い

た だ け ま す 。  

な お 、 令 和 ８ 年 １ 月 か ら は 、

「 i P h o n e の マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 」に

対 応 し ま す の で 、 マ イ ナ ン バ ー カ ー

ド を ス マ ー ト フ ォ ン で 読 み 取 ら な く

て も 、申 告 書 の 作 成・e- T a x に よ る 申

告 が で き ま す （ A n d r o i d 端 末 は す で

に ご 利 用 い た だ け ま す 。）。  

※  「iPhone」は、米国及び他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。iPhone の

商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。 

「Android」は、Google LLC の商標又は登録商標です。 

 ※  詳 し く は 、 国 税 庁 確

定 申 告 書 等 作 成 コ ー ナ

ー を ご 覧 く だ さ い  

 

５  税 務 相 談 チ ャ ッ ト ボ ッ ト  
確 定 申 告 に 関 す る 質 問 は 、 税 務 相

談 チ ャ ッ ト ボ ッ ト の 「 税 務 職 員 ふ た

ば 」 に ご 相 談 で き ま す 。 お 問 合 せ 内

容 を メ ニ ュ ー か ら 選 択 す る か 、 文 字

を 入 力 し て い た だ く こ と に よ り 、 Ａ

Ｉ （ 人 工 知 能 ） を 活 用 し て

自 動 で 回 答 を 表 示 し ま す 。

土 日 、 夜 間 で も ご 利 用 い た

だ け ま す 。  

 

第四 所得税等及び消費税等の納付について 

１   令和７年分所得税等及び消費税等の納付期限 

令和７年分の納期限は次のとおりです。 
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の 送 付 や 納 税 通 知 等 に よ る 納 税 の お

知 ら せ は あ り ま せ ん 。  

 

２  納 付 の 方 法  
納 付 手 続 は 、 次 の と お り 様 々 な 方

法 が あ り ま す の で 、ご 自 身 で 選 択 し 、
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替 日 に 自 動 で 口 座 引 落 し に よ り 納

付 が で き ま す 。  
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・ 所得税等の申込期限：令和８年３月 16 日（月） 

・ 消費税等の申込期限：令和８年 3 月 31 日（火） 

※  振 替 納 税 の 申 込 み は オ ン ラ イ

ン （ e - T a x） が 便 利 で す 。  

※  振 替 納 税 を ご 利 用 中 の 方 が 転

居 等 に よ り 所 轄 税 務 署 が 変 わ っ

た 際 に 、 引 き 続 き 振 替 納 税 を 希

望 さ れ る 場 合 は 、 確 定 申 告 書 の

「 振 替 継 続 希 望 」 欄 に ○ を 記 入

す る か 、 新 た に 振 替 納 税 の 手 続

を 行 っ て く だ さ い 。  

②  ダイレクト納付（e-Tax による口座振替） 

e - T a x を 利 用 し て 、 事 前 に 届 出

を し た 預 貯 金 口 座 か ら 、 口 座 引 落

し に よ り 納 付 が で き ま す 。 ダ イ レ

ク ト 納 付 の 利 用 に は 、 初 回 の み 事

前 に「 ダ イ レ ク ト 納 付 利 用 届 出 書 」

を 提 出 す る 必 要 が あ り ま す 。  

※  届 出 書 の 提 出 は オ ン ラ イ ン

（ e - T a x） が 便 利 で す 。  

※  届 出 書 を 提 出 し た だ け で は 、

納 付 は 完 了 し て い ま せ ん 。後 日 、

ダ イ レ ク ト 納 付 が 使 用 で き る よ

う に な り ま し た ら 、e- T a x の メ ッ

セ ー ジ ボ ッ ク ス に 「 ダ イ レ ク ト

納 付 登 録 完 了 通 知 」 が 格 納 さ れ

ま す の で 、 納 付 を 行 う 場 合 は 、
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▪�毎年11月11日から17日までの「税を考える週間」は、税の仕組みや目的などについて考えていただき、国の基本となる税
に対する理解を一層深めてもらうとともに、税務行政に対する理解及び納税道義の高揚を図ることを目的として、集中し
た広報活動を実施する週間です。
▪�間税会におきましても、国民の皆様に税を知り、税について考えていただくためにいろいろな行事を各地で実施しており
ます。各間税会が創意工夫をして活動した取組みの一部を掲載しました。

佐原間税会（千葉）

―税の標語表彰式、街頭広報―

　佐原間税会では、税の標語の応募

総数1776点の中から40点の優秀作品

を選定し、更に税務署長賞、間税会

会長賞を受賞された二名の方には、

11月14日佐原税務署主催の納税表彰

式に於いて表彰し、記念品と賞状を

贈呈した。

　また、40点の優秀作品については、

香取郡市の道の駅等にポスターを作

成し展示した。

　11月16日（日）には、香取市のイ

ベント（栗源いも祭り）が開催され

多くの皆様に、世界の消費税クリア

ファイル、パンフレット、ポケット

ティッシュ、野菜の種等を配布し街

頭キャンペーン活動を行った。

　活動には、佐原税務署長はじめ、

幹部職員の皆様、当会員により税金

クイズ、１億円のレプリカ等を用意

し、当日は秋晴れに恵まれたことも

あり、家族連れなど大勢の皆様とふ

れあう事が出来、税について皆様に

周知する良いイベントであった。

　11月19日（水）には40名が参加す

るバス研修を行う。

　「たばこと塩の博物館」を見学、ア

サヒビールの最上階「ラ・ラナリータ」

にて交流会、イタリアンを堪能した。

沼津間税会（静岡）

―租税教室―

　沼津間税会では、租税教育（租税

教室・税の標語・税金クイズ）の３

本柱を主体として活動しておりま

す。

　租税教室では、小学校・中学校に

講師を派遣しております。

　20名の講師がおります。

　小学校の租税教室では独自の

PowerPointを使用しICTの活用とし

て学校の端末を使用してアンケート

等を実践しております。

　昨年から始めた中学校の租税教室

は中学校の社会先生との打ち合わせ

により50分の授業を 25分を講義 25

分をグールプディスカッションにし

ました。

　各地区で苦戦している中学校の租

税教室を２年目で10校以上の開催予

定にまで致しました。学校にも好評

でした。

　租税教育に於いて 令和７年度 名

古屋国税局長の表彰を頂きました。

� 沼津間税会　会長　竹内　輝明

名古屋国税局長　表彰 租税教室　不二聖心女子学院中学校
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いわき間税会（福島）

―街頭広報＆租税教室等―

　税を考える週間が始まる前の11月

７日（金）に、市民の納税意識を高

めることを目的に、いわき駅前のネ

モト本社ビル壁面に懸垂幕（縦12

ｍ、横１ｍ）を掲示した。懸垂幕に

は「税についてちょっと考えてみよ

う！『税を考える週間』いわき間税

会」と表示しています。

　付近を往来する市民らは懸垂幕を

見上げ、納税の重要性を認識してい

たと思われました。

　なお、掲示には田中聡いわき税務

署長はじめ税務署幹部、e-Taxキャ

ラクターの「イータ君」が立ち会い

ました。

　11月11日（火）には、いわき市立

平第六小学校において児童たちに税

について理解を深めるもらう目的

で、いわき間税会女性部役員による

「くらしと税」を題材にした紙芝居

による租税教室を実施しました。

　紙芝居は広島局間連の女性部から

いただいたもので、広島の安田女子

大学の学生によるイラストが描か

れ、声の出演はいわき間税会女性部

の役員が担当し、とても素人とは思

えない出来栄えで、「消費税がない

とどうなってしまうのか？」を分か

りやすく児童たちに説明しました。

　紙芝居の前に、世界の消費税クリ

アファイルの贈呈式を行ない。山﨑

節子会長と日高肇子副会長から児童

の代表に贈呈しました。

　式典には、同校６年生の児童45人、

佐山高宏校長先生はじめクラス担任

の先生、いわき税務署の田崎統括官

他２名が同席しました。

　クリアファイルは、いわき市内す

べての小学６年生、中学３年生に対

して6,000部が贈られ、税制に対す

る興味を持つきっかけになることが

期待されております。

　11月14日（金）には、令和７年度

の「税の標語の表彰式」をいわき駅

前のネモトビルイベントホールで盛

大に開催した。いわき市内13の小

学校から合計450点と多くの応募が

あったことから、厳正な審査を行な

い、本年は10名の作品に対して、い

わき間税会名誉会長賞１点、いわき

間税会会長賞２点、いわき税務署長

賞１点、いわき税務署副署長賞２点、

いわき市長賞２点、いわき市教育長

賞２点を授与し、その功績を讃えま

した。この表彰式は、税に関する意

識の向上と教育の促進を目的として

いわき税務署長・副署長、いわき市

長、いわき市教育長を来賓に迎え、

実施したものです。

　いわき間税会は、山﨑節子会長を

先頭に仙台国税局を表敬訪問して、

消費税課長を講師に研修会を実施す

るなど、今後も積極的に活動してい

くこととしております。

弘前地区間税会（青森）

―街頭広報＆租税教室等―

　税を考える週間前の９月、弘前市

内一の繁華街「土手町カルチュア

ロード」において、e-Tax広報活動

と税金クイズを開催しました。

　当日は弘前地区間税会から船越会

長はじめ10名が、弘前法人会青年部

から約10名が参加し、総勢で20名の

参加となりました。

　前日までの雨の影響が心配されま

したが、お天気に恵まれ約650名の

市民の方々に活動をPRすることがで

きました。

　広報活動には、鈴木弘前税務署長、

虻川法人統括官、e-Taxキャラクター

の「イータ君」も加わりました。

　毎年９月に実施している租税教室

は、中学校の都合で12月開催になっ

たため、租税教室において募集する

税の標語の優秀作品に対する表彰

は、来年１月に

実施することに

なりますが、12

月に開催される

税に関する合同

表彰式（「税に

ついての作文」、

「税に関する絵

はがきコンクー

ル」等）におい

ては、税の標語

の優秀作品を紹

介することにし

ています。

　弘前地区間税会としては、引き続

き様々な啓蒙活動を通じて、税の働

き等についてより広く周知していき

たいと考えております。
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９月15日㈪　全間連会報第164号発行

９月17日㈬　正副会長会議・常任理事会、

　　　　　　第47回青年部・第44回女性部通常総会、

　　　　　　第52回通常総会� 名古屋

10月17日㈮「税の標語」最終選考会� 事務局

11月11日㈫　「税の標語」最優秀作品表彰式� 東　京

11月12日㈬　自由民主党「予算・税制等に関する政策懇談会」

　　　　　　立憲民主党財務金融合同部会ヒアリング� 東　京

11月12日㈬　消費税中央セミナー� 東　京

１月８日㈭　企画会議� 東　京

１月15日㈭　全間連会報第165号発行� 事務局

全間連の主な動き(7.9.15 ～ 8.1.15)

博多間税会（福岡）

―税務研修会・

� 街頭広報活動と情報交換会―

 博多間税会（安恒寿人会長）は、

令和７年「税を考える週間」行事の

一環として、①税務研修会、②街頭

広報活動及び③情報交換会を「これ

からの社会に向かって」をテーマに

福岡国税局消費税課 ・博多税務署

と連携し、また河野武司福局間連会

長を来賓としてお招きし実施しまし

た。

１�　研修会は、会員約60名が出席す

るなか博多税務署　東谷署長から

　グローバルメディアミックス代

表　本中野　俊様と河野産業株式

会社　課長　洲崎　千春様に間税

会に対するご貢献に対して署長感

謝状が贈呈された後、実施されま

した。

　�　講師には、博多税務署　結石副

署長をお招きし「税務調査のあれ

これ」、「年末調整の改正点につい

て」という２本立てで講演を賜り、

プロジェクターを駆使して、実際

の税務調査現場に係る写真を挙げ

てのご説明や、基礎控除の変更点

等のご説明を頂き、参加者は資料

を確認しながら興味津々に拝聴致

しました。

２�　研修会終了後の、街頭広報活動

は、福岡では一番の繁華街である

JR博多駅前広場で、山口消費税課

長もかけつけていただき、東谷署

長外３名の博多税務署幹部職員と

会員約70名の下、行われました。

　�　配布物は全間連が作成している

人気の「世界の消費税162カ国」

クリアファイル・博多税務署から

のお知らせ・シャボン玉をセット

した2,000袋です。

　�　忙しそうな方が多く、中々受け

取っていただけませんでしたが、

一時間後には皆の頑張りで配布終

了となりました。

３�　情報交換会は、博多税務署幹部

職員４名をお迎えし、会員約60名

出席の下、開催されました。安恒

会長が東谷署長に新会員を紹介し

たり、新会員自らが自己紹介した

り、色々な交流があり、終始和や

かな雰囲気で大変盛り上がりまし

た。

　�　最後は恒例の祝いめでた　博多

手一本でお開きとなりました。

　素晴らしい博多間税会を改めて認

識し、納税意識の向上が図れた一日

でした。

　安恒会長をはじめスタッフの皆

様、大変ありがとうございました！

来
賓
挨
拶

　

河
野
武
司
福
局
間
連
会
長
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